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幕
藩
制
転
換
期
に
b
け
る
利
根
川
舟
運
の
統
制

|
|
上
州
川
井
河
岸
の
衰
退
と
前
橋
藩
・
川
越
藩
|
|

は
じ
め
に

一
、
関
東
に
お
け
る
河
川
舟
運
統
制
の
概
観

二
、
領
主
の
河
岸
支
配
と
運
上
金
上
納
の
実
態

ィ
、
川
井
河
岸
の
成
立
と
河
岸
問
屋

口
、
川
船
の
統
制
と
船
方
役
所

ハ
、
運
上
金
上
納
の
実
態
と
河
岸
の
構
造
変
化

一
二
、
寛
延
・
明
和
期
に
お
け
る
領
主
回
米
仕
法
と
運
賃

回
、
新
流
通
路
の
開
設
と
領
主
回
米
の
動
向

五
、
役
船
負
担
を
め
ぐ
る
宝
暦
十
二
年
の
問
屋
・
船
持
出
入

お
わ
り
に

(et; 

め

丹

治

健

蔵

じ

149 

近
年
、
河
川
舟
運
史
の
研
究
は
商
品
流
通
史
と
の
関
連
に
お
い
て
い
ち
じ
る
し
い
進
展
を
み
せ
て
い
る
が
、
関
東
地
方
の
経
済
的
動
脈

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
利
根
川
舟
運
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
先
学
諸
氏
の
す
ぐ
れ
た
労
作
が
発
表
さ
れ
て
い
る
ハ
る
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
史
料
的
制
約
の
た
め
、
な
お
究
明
す
べ
き
点
が
少
く
な
い
。
た
と
え
ば
商
品
流
通
量
と
商
品
流
通
路
の
変
化
と
の
関
係
、
そ
れ
に
と

も
な
う
河
岸
場
及
び
周
辺
村
落
構
造
の
変
化
、
あ
る
い
は
幕
藩
領
主
の
回
米
の
動
向
や
舟
運
統
制
の
問
題
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

特
に
江
戸
幕
府
の
政
治
的
・
経
済
的
基
盤
と
も
い
え
る
関
東
地
方
は
天
領
・
水
戸
藩
領
・
譜
代
大
名
領
・
旗
本
領
な
ど
が
交
錯
し
て
い

た
関
係
で
、
幕
藩
権
力
の
強
弱
に
よ
っ
て
河
川
舟
運
の
統
制
も
微
妙
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
も
の
と
推
考
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
幕
府
と

領
主
の
二
重
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
関
東
の
河
川
舟
運
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
筆
者
の
究
極
の
研
究
目
的
と
い
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
取
り
敢
え
ず
上
州
川
井
河
岸
の
旧
河
岸
問
屋
清
水
家
の
寛
延
二
年
(
一
七
四
九
)
か
ら
安
永
六
年
(
一
七
七

七
)
、
天
明
七
年
(
一
七
八
七
)
か
ら
寛
政
十
年
(
一
七
九
八
)
に
い
た
る
『
御
用
留
帳
』
〈
2
)
を
中
心
と
し
て
前
橋
藩
(
明
和
四
年
九
月

よ
り
前
橋
を
廃
城
に
し
て
武
蔵
川
越
城
に
移
転
し
た
の
で
川
越
藩
と
な
る
)
の
河
川
舟
運
統
制
の
実
態
を
先
述
の
諸
問
題
と
も
関
連
づ
け

な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

一
、
河
川
舟
運
統
制
の
概
観

近
世
以
前
に
お
け
る
関
東
の
川
船
支
配
に
関
す
る
史
料
は
多
く
管
見
に
触
れ
得
な
い
が
、
永
様
l
天
正
年
聞
に
か
け
て
後
北
条
氏
が
江

戸
附
近
の
川
船
を
船
橋
な
ど
の
諾
役
に
動
員
し
た
り
、
印
判
状
に
よ
る
御
用
の
ほ
か
在
地
土
豪
の
諸
役
に
服
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
記
録
が

散
見
さ
れ
る
。
ハ
3
)

ま
た
、
天
正
四
年
(
一
五
七
六
)
九
月
の
八
王
子
城
主
北
条
氏
照
判
物
に
は
「
従
佐
倉
・
関
宿
、
自
葛
西
・
栗
橋
往
復
不
可
有
相
違

俣
。
若
横
合
之
輩
有
之
者
、
為
先
登
此
証
文
可
被
申
。
後
日
之
状
如
件
」

n
i
と
あ
っ
て
関
東
の
河
川
舟
運
が
戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
統

制
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。



や
が
て
幕
藩
制
の
成
立
に
と
も
な
い
、
域
米
年
貫
米
の
江
戸
回
送
の
た
め
利
根
川
水
系
を
中
心
と
す
る
領
主
的
輸
送
路
が
開
発
整
備
さ

れ
た
。
そ
こ
で
江
戸
幕
府
は
寛
永
十
年
川
船
奉
行
に
土
屋
忠
次
郎
利
常
を
補
任
し
て
、
関
東
の
河
川
舟
運
統
制
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ

る。ハ
5
)

次
い
で
延
宝
六
年
(
一
六
七
八
)
に
は
関
東
の
農
民
的
商
品
流
通
の
進
展
に
呼
応
し
て
活
穣
な
動
き
を
見
せ
は
じ
め
た
商
船
を
統
制
す

る
た
め
延
宝
六
年
正
月
十
九
日
付
で
美
濃
部
三
郎
左
衛
門
・
荻
原
十
助
・
富
本
武
兵
衛
の
三
名
を
川
船
極
印
奉
行
に
補
任
す
る
と
共
に
江

戸
市
中
を
対
象
と
し
て
川
船
極
印
改
め
に
関
す
る
(
管
見
の
限
り
)
最
初
の
触
書
を
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
年
二
月
に
は
対
象
地
域
を
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関
東
諸
河
川
流
域
の
村
々
ま
で
拡
大
し
た
勘
定
奉
行
四
名
連
署
の
極
印
改
め
を
命
じ
た
触
書
を
出
し
、
公
私
領
(
水
戸
藩
は
例
外
)
の
別

な
く
川
船
を
掌
握
す
る
と
共
に
年
貢
役
銀
徴
収
制
を
整
備
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
ハ

ε

と
こ
ろ
で
元
藤
期
に
お
け
る
年
貢
役
銀
の
増
徴
は
川
船
支
配
機
構
の
矛
盾
と
あ
い
ま
っ
て
次
第
に
無
極
印
船
の
横
行
を
許
し
、
享
保
初

年
に
は
年
貢
役
銀
の
滞
納
額
が
累
積
し
金
五
万
一
千
六
百
九
十
二
両
余
に
も
達
し
た
。
ハ
7
)

そ
こ
で
幕
府
は
享
保
五
・
六
年
に
わ
た
り
財
政
窮
之
打
開
策
の
一
環
と
し
て
川
船
支
配
機
構
の
改
革
を
断
行
し
た
。
す
な
わ
ち
、
川
船

奉
行
三
人
制
を
廃
止
し
、
町
人
身
分
の
鶴
氏
を
川
船
支
配
に
起
用
し
、
川
船
の
統
制
掌
握
と
年
貢
役
銀
徴
収
制
の
強
化
を
策
し
た
の
で
あ

る
O
(
8〉

そ
し
て
明
和
安
永
期
に
は
領
主
的
河
川
運
輸
機
構
動
揺
の
対
応
策
と
し
て
関
東
に
お
け
る
河
川
舟
運
の
統
制
に
テ
コ
入
れ
し
た
政
策
が

勘
定
奉
行
石
谷
備
後
守
清
昌
ら
に
よ
る
河
岸
問
屋
株
の
設
定
で
あ
り
、
ま
た
、
寛
政
期
以
降
に
強
化
さ
れ
た
川
船
改
役
に
よ
る
農
間
船
稼
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ぎ
の
新
興
船
持
屑
(
所
働
船
)
に
対
す
る
統
制
強
化
策
で
あ
っ
た
と
考
え
る
O
〔

9
〉

次
に
個
別
領
主
の
河
川
舟
運
統
制
の
一
端
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
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水
戸
港
一
で
は
霞
ヶ
浦
北
岸
の
物
資
輸
送
上
の
重
要
な
中
継
地
に
な
っ
て
い
た
小
川
に
元
和
二
年
頃
運
送
方
役
所
を
設
置
し
、
運
送
奉
行

以
下
諾
役
人
を
お
い
て
他
藩
の
領
内
通
行
の
輸
送
荷
物
か
ら
津
役
を
徴
収
し
て
い
た
え
思
ま
た
、
正
徳
四
年
の
「
覚
」
に
よ
る
と
幕
府
の

板
印
統
制
下
に
入
ら
ず
落
手
船
は
@
、
領
内
の
商
船
な
ど
に
は
⑪
の
字
の
極
印
を
打
ち
独
自
の
極
印
制
を
し
い
て
、
船
の
大
き
さ
に
応
じ

船
役
金
を
徴
収
し
て
い
た
え
巴
た
と
え
ば
、
延
享
二
年
(
一
七
四
五
)
の
水
戸
藩
把
握
の
領
内
船
数
は
一
八
四
八
般
(
漁
船
共
)
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
天
明
年
間
噴
の
船
数
は
一
、
七
五
八
腹
、

さ
れ
る
の
は
宝
永
六
年
以
前
か
ら
小
堀
(
下
総
国
相
馬
郡
)

戸
へ
の
年
貢
米
を
は
じ
め
御
用
荷
物
輸
送
の
円
滑
化
を
は
か
り
他
藩
よ
り
も
優
先
的
に
運
迭
さ
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
の
ち
、
明
和
八

年
(
一
七
七
一
〉
の
利
根
川
大
渇
水
期
を
契
機
と
し
て
下
総
国
相
馬
郡
布
施
河
岸
に
荷
物
を
陸
揚
げ
し
、
そ
れ
よ
り
江
戸
川
の
加
村
河
岸

こ
の
船
役
銀
は
二
二
七
両
コ
一

O
O文
に
の
ぼ
っ
た

0
8〉

そ
の
ほ
か
、
特
に
注
目

-
関
宿
・
松
戸
・
江
戸
の
河
岸
問
屋
等
を
御
用
宿
(
御
穀
宿
〉
に
指
定
し
江

(
下
総
国
葛
飾
郡
〉
ま
で
陸
路
を
三
里
程
駄
送
し
再
び
舟
運
を
利
用
し
て
江
戸
へ
輸
送
す
る
と
い
う
ル
l
ト
も
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た

0
8〉

ま
た
、
関
宿
藩
領
下
総
国
境
河
岸
で
は
天
明
五
年
幕
府
極
印
船
一
二

O
般
分
の
年
貢
金
一
五

O
両
、
河
岸
運
上
金
永
三
貫
文
を
幕
府
川

船
役
所
へ
上
納
し
て
い
る
え
旦

さ
ら
に
境
河
岸
で
は
宝
暦
五
年
(
一
七
五
五
)
の
「
中
締
船
以
下
役
銀
上
納
覚
」
に
よ
る
と
入
一

1
二
膜
分
金
二
八
両
、
銀
三
八
匁
五

分
の
船
役
銀
(
第
一
表
参
照
)
を
領
主
宛
に
上
納
し
て
い
る
。
こ
の
船
役
銀
と
い
う
の
は
「
領
主
え
私
共
よ
り
相
納
候
船
役
銀
之
儀
、
遠

郡
よ
り
領
主
納
米
運
送
被
仰
付
候
処
、
其
遠
方
之
場
所
川
瀬
も
不
分
明
に
付
、
其
瑚
御
役
銀
-
一
て
上
納
可
仕
旨
願
上
候
処
、
御
聞
済
之
上

其
年
十
一
月
中
上
納
仕
候
」
(
坦
と
あ
っ
て
領
主
年
貢
米
運
送
御
用
の
代
銀
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
事
例
に
よ
っ
て
も
戦
国
期
に
は
後
北
条
氏
の
管
掌
下
に
あ
っ
た
関
東
の
河
川
舟
運
が
、
幕
藩
体
制
成
立
後
は
幕
府
と
領
主
の
ニ
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宝暦5年(1755)境河岸中綿船以下役銀上納高

上納者 船数 | 上納銀高| 備 考

忠兵衛組 3般分 67匁 5分 22.5匁X3般

宇右衛門組 8 11 145匁

太兵衛組 5 11 108匁 22.5匁X4， 18匁X1 

八 左衛門組 3 11 67匁 5分 22.5匁X3

八 郎兵衛組 3 11 M 22.5匁x3

善兵衛組 2 11 45匁

弥 惣兵衛組 6，..，7グ 157匁

兵 蔵 組 13""? 11 279匁

利左衛門組 6 11 108匁 22.5匁X4， 18匁X4/12月分
18匁X8/12

伊右衛門組 9 11 211匁5分

五右衛門組 7 11 148匁5分 22.5匁X5， 18匁x2

八郎兵衛組 1 11 7匁 5分 売船 4/12月分

弥惣兵衛組 1 11 12匁 漬船 18匁X8/12月分

兵 庫 納 6 11 102匁 売船 1般4/12，買船8/12月分

五右衛門納 8 11 169匁5分

言十 I 81""82般|誤認並[潰船醐X8/問 分

表 1

本表は旧河岸問屋小松原家文書により作成した。上納者中の兵庫・五右

衛門は河岸問屋。天明2年境河岸総船数は 127般である。

(註)

重
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
知
さ
れ
た
で
あ
ろ

う

二
、
領
主
の
河
岸
支
配
と
運
上
金
上
納
の
実
態

ィ
、
川
井
河
岸
の
成
立
と
河
岸
問
屋

本
稿
の
研
究
対
象
と
す
る
上
州
川
井
河
岸
は
利
根
川

烏
川
の
合
流
点
よ
り
お
よ
そ
三

O
O米
位
烏
川
を
遡
江
し

た
北
岸
に
位
置
し
、
対
岸
に
は
武
州
藤
ノ
木
河
岸
が
あ
っ

た
。
川
井
河
岸
が
い
つ
頃
開
設
さ
れ
た
の
か
明
確
な
こ
と

は
云
え
な
い
が
、
旧
河
岸
問
屋
清
水
家
の
明
和
二
年
の

「
御
用
留
帳
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

乍
恐
弁
書
を
以
御
窺
奉
申
上
侯

新
河
岸
舟
問
屋
(
三
名
)

豆
料
河
岸
舟
問
屋
(
ご
名
)

川
井
河
岸
舟
問
屋
(
六
名
)

右
三
河
岸
取
立
之
儀
者
台
徳
院
様
御
治
世
之
時
分
誇
方
，
S
御
廻

米
其
外
江
戸
御
廻
荷
物
弁
商
荷
物
等
中
々
陸
地
斗
ニ
而
運
送
成

難
侯
ニ
付
、
関
宿
ぷ
当
時
之
江
戸
川
江
堀
貫
キ
適
船
被
仰
付

侯
、
其
時
分
御
先
祖
雅
楽
守
様
前
橋
御
領
主
ニ
而
三
河
岸
取
立



一
一
、
三
河
岸
船
問
屋
之
義
ハ
河
岸
取
立
之
時
分
2
舟
問
屋
十
一
人
相
極
り
今
以
無
増
減
代
々
譲
リ
役
-
一
相
勤
来
候
、
依
之
御
用
向
古
来
2
唯
今
十
一
人

一
仲
間
申
合
不
寄
何
事
ニ
十
一
人
一
駄
ニ
相
勤
申
候
、
御
用
-
一
付
少
々
入
用
等
御
座
候
節
ハ
十
一
人
無
高
下
割
合
差
出
シ
申
侯
、

勿
論
外
之
荷
物
之
儀
舟
積
蔵
入
-
一
付
口
銭
蔵
敷
等
問
屋
職
分
之
家
業
-
一
御
座
候
故
、
自
分
切
り
ニ
講
払
仕
候
、
御
用
之
儀
ハ
大
小
ニ
不
限
十
一
人
一

-
統

4

一

相

勤

来

侯

義

少

茂

相

違

無

御

座

侯

一

と
あ
っ
宅
、
周
辺
の
川
井
・
飯
倉
両
村
よ
り
河
岸
場
開
設
の
た
一
め
移
住
し
た
問
屋
十
一
軒
が
代
々
河
岸
役
人
を
世
襲
し
、
御
用
荷
物
運
送

の
ほ
か
河
岸
運
上
金
の
上
納
、
役
船
の
徴
発
な
ど
領
主
の
河
川
一
舟
運
統
制
に
重
要
な
役
割
を
果
し
、
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之
儀
被
仰
付
弁
書
面
之
者
共
舟
問
屋
-
一
被
仰
付
被
下
置

候
、
(
中
略
)
三
河
岸
取
立
之
儀
寛
永
二
丑
年
S
取
初
メ

段
々
取
立
候
様
ニ
申
伝
侯
(
下
略
)
。

右
に
よ
れ
ば
寛
永
期
の
関
東
郡
代
伊
奈
備
前
守
忠

図
次
に
よ
る
利
根
川
・
江
戸
川
の
大
改
修
工
事
を
契
機

略辺
と
す
る
利
根
川
水
運
の
進
展
と
あ
い
ま
っ
て
、
前
橋

周一
一
藩
(
厩
一
橋
)
主
酒
井
雅
楽
守
忠
世
が
近
接
す
る
五
料

井

(
利
根
本
流
沿
い
)

-
新
(
烏
川
)
の
両
河
岸
と
共

に
川
井
河
岸
を
御
用
河
岸
と
し
て
取
立
て
た
.
ご
と
が

わ
か
る
。

ま
た
、
領
主
の
三
河
岸
取
立
て
と
河
岸
問
屋
と
の

関
係
に
つ
い
て
、
宝
暦
五
年
の
願
書
に
は
、

そ
の
反
対
給
付
と
し
て
独
占
的
な
運



輸
業
者
と
し
て
問
屋
手
船
に
よ
る
船
賃
収
入
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
商
人
荷
物
か
ら
問
屋
口
銭
・
庭
銭
(
蔵
敷
料
)
な
ど
を
徴
収
す
る
特

権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

口
、
川
船
の
統
制
と
船
方
役
所

前
橋
藩
で
は
寛
延
二
年
(
一
七
四
九
)
に
領
主
が
交
替
し
、
酒
井
忠
恭
は
姫
路
に
移
封
と
な
り
、
代
っ
て
姫
路
藩
主
松
平
朝
矩
が
前
橋

藩
主
と
し
て
入
封
し
た
。
こ
の
領
主
が
交
替
し
た
寛
延
二
年
か
ら
安
永
六
年
、
天
明
七
年
か
ら
寛
政
十
年
に
至
る
問
の
清
水
家
「
御
用
留

帳
」
を
見
る
と
領
主
の
河
岸
支
配
の
実
態
を
か
な
り
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

幕藩制転換期における利根川舟運の統制

す
な
わ
ち
、
前
橋
落
及
び
川
越
藩
(
明
和
四
年
九
月
前
橋
藩
主
松
平
朝
矩
は
前
橋
が
利
根
川
の
流
れ
に
侵
蝕
さ
れ
て
地
形
変
化
の
た
め

幕
府
に
願
い
居
城
を
前
橋
か
ら
川
越
へ
移
し
た
の
で
川
越
藩
に
な
っ
た
)
の
河
川
運
輸
行
政
を
直
接
掌
理
し
て
い
た
の
は
前
橋
に
あ
っ
た

船
方
役
所
で
あ
っ
た
。
船
方
役
所
は
河
岸
問
屋
を
差
配
し
て
①
領
内
川
船
の
掌
握
、
②
河
岸
運
上
金
(
河
岸
祝
金
)
の
徴
収
、
①
領
主
年

貢
米
、
大
豆
な
ど
の
江
戸
回
送
、
④
役
船
の
徴
発
な
ど
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
先
ず
本
項
に
お
い
て
は
川
船
把
握
の
あ
ら
ま
し
に
つ

い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

前
橋
藩
で
は
毎
年
四
月
船
方
役
所
の
下
役
を
領
内
河
岸
に
派
遣
し
船
数
調
査
を
厳
重
に
実
施
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
寛
延
三
年
(
一
七

は
し
け

の
調
査
結
果
を
示
せ
ば
、
問
屋
船
が
本
船
(
騨
船
)
三
般
・
醇
下
八
膜
・
小
酵
下
三
膜
計
一
回
腰
、
町
船
が
本
船
六
般
・
醇
下
一

五
O
)

六
般
・
小
酵
下
一
般
計
二
三
般
で
合
計
三
七
膿
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
年
以
降
漸
次
減
少
の
傾
向
を
示
し
、
宝
暦
十
年
(
一
七
六

O
)
に

は
問
屋
船
が
本
船
二
般
・
時
下
回
鰻
・
小
醇
下
二
艇
計
八
膜
、
町
船
が
本
船
王
膿
・
醇
下
八
鰻
・
小
醇
下
一
般
計
一
四
艇
で
合
計
二
二
膿
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と
最
底
を
記
録
し
た
が
、
そ
の
後
再
び
漸
増
し
、
寛
政
元
年
〈
一
七
八
九
)
に
は
問
屋
船
七
鰻
・
町
船
二
一
般
合
計
二
八
艇
に
増
加
し
て

い
る
。
こ
の
船
の
増
減
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
領
主
が
河
岸
の
川
船
を
毎
年
調
査
把
握
し
た
主
な
狙
い
は
領
主
荷
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物
の
江
戸
回
送
と
役
船
の
徴
発
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

な
お
、
船
方
役
所
の
重
要
な
管
掌
事
項
の
一
つ
で
あ
っ
た
河
岸
運
上
金
の
徴
収
・
年
貢
米
の
江
戸
田
送
・
役
船
の
徴
発
に
つ
い
て
は
河

川
舟
運
史
研
究
上
の
重
要
な
問
題
と
も
関
連
が
あ
る
の
で
項
を
改
め
詳
説
す
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
、
運
上
金
上
納
の
実
態
と
河
岸
の
構
造
変
化

前
橋
藩
で
は
河
岸
問
屋
及
び
河
岸
の
屋
敷
持
に
対
し
地
方
の
年
貢
諸
掛
り
の
ほ
か
に
河
岸
運
上
金
を
毎
年
船
方
役
所
へ
上
納
さ
せ
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
の
河
岸
運
上
金
の
由
来
に
つ
い
て
は
寛
政
十
年
の
「
河
岸
場
地
割
御
免
願
」
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

紡之寛
仕市永
来相年
リ立中
俣、河

問岸
屋場
六御

軒E
商被
河成
岸侯
稼初
仕り
侯
者私
拾共
三之

霊童
合川
拾井
九飯
軒倉
ニ両
市村
壱，6
軒罷
前出
金
弐川
分井
ツ河
ツ岸
合与
金唱
九諸
両国
弐運
分送
御荷
祝物
金引
与請
申
イ云且
江月
御々
領四
主九
様一
江六
年
々十
御二
上度

す
な
わ
ち
、
川
井
河
岸
で
は
寛
永
年
間
の
河
岸
場
開
設
以
来
、
河
岸
問
屋
六
軒
と
河
岸
屋
敷
持
十
三
軒
合
せ
て
十
九
軒
が
商
い
稼
ぎ
公

認
の
代
償
と
し
て
「
河
岸
祝
い
金
」
と
い
う
名
目
で
一
軒
前
金
二
分
あ
て
合
計
金
九
両
二
分
ず
つ
毎
年
領
主
へ
上
納
す
る
慣
習
に
な
っ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
河
岸
商
い
稼
ぎ
と
い
う
の
は
、
右
の
記
述
に
も
あ
る
通
り
運
輸
業
に
関
す
る
収
益
の
ほ
か
に

川
井
河
岸
に
お
い
て
毎
月
開
催
さ
れ
る
十
二
才
市
に
参
加
取
引
す
る
営
業
税
的
な
要
素
も
含
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

川
井
河
岸
天
明
七
年
の
「
御
用
留
帳
」
に
は
「
塩
市
場
取
立
}
六
四
九
之
定
日
取
極
メ
月
次
十
二
さ
い
市
立
来
リ
申
候
、
勿
論
穀
物
、
種
、
千
か
売

買
仕
候
、
右
ニ
付
塩
商
人
之
義
者
三
友
河
岸
・
八
丁
河
岸
・
横
瀬
・
嶋
村
・
平
塚
其
外
近
在
外
ρ
入
込
ミ
市
日
ニ
者
高
崎
・
惣
社
・
渋
川
辺
其
外
・
5
近
在
之

塩
賢
共
十
二
さ
い
ニ
参
り
塩
売
買
仕
侯
問
、
舟
問
屋
之
外
十
三
軒
之
者
共
迄
、
右
商
売
仕
侯
」
と
あ
っ
て
十
二
才
市
の
開
催
日
に
は
川
井
河
岸
に
近

在
の
百
姓
の
ほ
か
高
崎
・
惣
社
・
渋
川
辺
の
三
国
街
道
筋
か
ら
も
塩
商
人
が
参
加
し
、
河
岸
場
の
問
屋
・
屋
敷
持
な
ど
を
交
え
て
か
な
り



の
取
引
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
c

し
か
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
河
岸
商
い
稼
ぎ
を
対
象
と
し
て
賦
課
さ
れ
て
い
た
運
上
金
上
納
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

?ト。
前
述
の
ご
と
く
川
井
河
岸
で
は
当
初
問
屋
六
軒
・
河
岸
屋
敷
持
十
三
軒
合
せ
て
十
九
軒
で
金
九
両
二
分
ず
つ
前
橋
の
船
方
役
所
に
上
納

し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
寛
保
二
年
(
一
七
回
二
)

の
利
根
川
大
洪
水
に
よ
り
河
岸
場
な
ら
び
に
居
宅
が
損
害
を
蒙
っ
た
の
で
、
延
享
三

年
(
一
七
四
六
)
ま
で
五
カ
年
聞
は
船
方
役
所
に
願
い
出
て
全
額
免
除
の
許
可
を
受
け
た
Q

そ
の
後
延
享
四
年
か
ら
寛
延
元
年
の
二
カ
年

幕藩?担l転換期における利根川舟運の統制

聞
は
川
井
河
岸
三
両
、
隣
接
す
る
新
河
岸
一
両
二
分
合
計
四
両
二
分
を
辛
ろ
う
じ
て
上
納
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
寛
延
三
年
二
月
の
嘆

願
書
に
は
「
当
午
御
祝
金
本
金
-
一
一
間
当
春
冬
両
度
上
納
仕
侯
様
-
一
被
仰
付
候
得
共
、
当
春
之
儀
ハ
一
一
切
船
荷
物
等
無
御
座
、
外
商
売
等
茂
無
御
座
侯
而
当

時
飢
命
-
一
-
お
よ
び
難
儀
至
極
奉
存
候
」
と
あ
っ
て
川
井
新
両
河
岸
で
は
困
窮
の
た
め
二
月
十
五
日
に
ニ
両
一
分
、
七
月
中
四
両
、
残
り
六
両

と
七
百
三
十
四
文
の
三
度
に
上
納
し
た
い
と
船
方
役
所
へ
願
い
出
て
い
る
。

さ
ら
に
寛
延
三
年
七
月
二
十
三
日
付
の
川
井
河
岸
問
屋
六
名
、
新
河
岸
問
屋
三
名
連
名
の
嘆
願
書
に
は
「
近
年
御
領
所
御
城
米
御
大
名
様

方
御
廻
米
商
荷
共
舟
積
至
市
不
足
ニ
罷
成
候
故
、
大
小
共
渡
世
取
続
兼
難
儀
至
極
ニ
奉
存
侯
」
と
あ
っ
て
、
寛
延
三
年
よ
り
五
カ
年
間
川
井
河
岸
屋

敷
持
十
九
軒
分
で
金
九
両
二
分
の
と
こ
ろ
を
半
金
の
四
両
一
分
の
上
納
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
御
舟
方
下
役
岩
倉
十
助
あ
て
に
願
書
を
差

出
し
て
い
る
。
こ
の
半
金
上
納
の
願
意
は
当
年
一
カ
年
限
り
と
い
う
条
件
で
許
可
さ
れ
川
井
河
岸
で
は
金
四
両
三
分
、
新
河
岸
で
は
金
一

両
一
分
二
朱
と
銀
三
六
五
文
だ
け
上
納
し
て
い
る
。
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し
か
る
に
翌
年
の
宝
暦
元
年
正
月
の
願
書
に
よ
る
と
残
り
半
金
分
は
「
当
春
上
納
仕
候
様
-
一
被
仰
付
候
、
然
-
一
当
春
之
儀
河
岸
通
リ
別
而
困
窮

仕
侯
、
当
日
之
渡
世
成
兼
至
極
難
儀
仕
侯
」
と
い
う
理
由
で
再
び
延
納
を
願
い
出
て
い
る
始
末
で
あ
る
。
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川井苅岸運上金軒兄IJ割付額表

話EL暫 EP
宝(半暦期13年分冬) 寛(政半4期年分6月) | 

軒別割付額|上納人数軒別割付額|上納人数軒別割付額|上納人数

4分 1軒 43文 2 37文 1 

半 軒 274文 13 85文 14 74文 12 

8 分 133文 1 

1 軒 554文 8 153文 1 152文 5 

1軒 8分 1 171文 1 

1軒 4分 1 175文 9 189文 1 

1軒 半 金 1分 1 285文 l 230文 4 

2 軒 金1分274文 1 

Zロ』 計 I~2 夏 11_ _~13(聖科 25 

表 2

そ
し
て
、
さ
ら
に
川
井
・
新
両
河
岸
で
は
宝
暦
三
年
七
月
に
は
「
諸
荷
物
年

々
出
方
不
足
仕
、
殊
川
筋
悪
敷
以
今
河
岸
場
も
遠
く
御
座
候
一
一
付
、
以
猶
諸
荷
物
不
足
仕
、

河
岸
通
不
繁
昌
三
間
渡
世
取
続
兼
難
儀
至
極
仕
侯
」
と
い
う
理
由
で
宝
暦
三
年
よ
り

同
八
年
ま
で
の
六
カ
年
の
間
再
三
の
半
金
上
納
を
願
い
出
て
い
る
。

こ
の
宝
暦
三
年
六
月
の
河
岸
運
上
金
の
負
担
割
合
の
実
態
を
示
せ
ば
第
二
表

の
通
り
で
あ
る
。

本表は清水家「御用留帳」により作成した。

見
ら
れ
る
通
り
半
期
分
と
し
て
六
月
に
金
二
両
一
分
二
朱
を
上
納
し
て
い
る

が
、
そ
の
負
担
額
は
最
底
が
半
軒
前
二
七
回
文
、

一
軒
前
五
五
回
文
、

一
軒
半

前
金
一
分
、
最
高
の
二
軒
前
が
金
一
分
二
七
回
文
と
屋
敷
持
高
に
よ
り
負
担
額

に
大
き
な
開
き
が
生
じ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
え
思

か
よ
う
に
運
上
金
は
河
岸
の
衰
微
を
理
由
に
大
幅
に
減
額
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
で
も
な
お
負
担
が
重
か
っ
た
と
見
え
、
宝
暦
十
二
年
六
月
の
願
書
に
は

「
河
岸
御
祝
金
之
儀
去
ル
卯
年
以
書
付
難
渋
之
訳
奉
願
上
候
処
、
被
為
関
召
上
知
ぷ
巳

ま
て
三
ヶ
年
一
ヶ
年
金
高
壱
両
弐
分
-
一
減
少
被
仰
付
被
下
置
難
有
奉
存
候
」
と
あ
っ
て

宝
暦
九
年
か
ら
同
十
一
年
の
問
、
川
井
河
岸
の
運
上
金
は
さ
ら
に
金
一
両
二
分

註

に
減
額
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
宝
暦
オ
二
年
以
後
も
た
び
た

び
減
免
を
願
い
出
て
寛
政
期
に
い
た
る
ま
で
一
カ
年
金
一
両
二
分
、
半
期
に
金



分
あ
て
の
上
納
が
容
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
宝
暦
十
三
年
冬
納
め
(
半
期
分
)
の
河
岸
運
上
金
負
担
割
合
を
見
る
と
河
岸
の
屋
敷
持
高
が
い
よ
い
よ
分
化
し
、
屋
敷
数
は

寛
永
期
の
十
九
軒
に
比
較
し
て
み
る
と
、
半
軒
前
が
一
四
軒
、
、
一
軒
四
分
一
軒
前
が
九
軒
、
四
分
一
軒
前
が
二
軒
-

一
軒
前
一
軒
、

一
軒

半
前
が
一
軒
の
合
計
二
七
軒
に
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
先
に
も
触
れ
た
通
り
寛
保
二
年
の
利
根
川
大
洪
水
に
よ
る
川
筋
の
変
化
に
起
因
す
る
商
品
流
通
量
の
減
少
と
も

関
連
し
、
宝
暦
期
に
入
り
河
岸
屋
敷
持
の
聞
に
階
層
分
化
が
起
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

幕藩制転換期における利根川舟運の統領l

こ
の
よ
う
な
河
岸
屋
敷
持
の
持
高
の
分
化
に
対
応
し
、
運
上
金
の
割
付
額
も
次
第
に
細
分
化
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る

Q

こ
の
点
は
第

二
表
の
運
上
金
負
担
割
合
の
変
化
を
見
れ
ば
明
白
で
あ
る
。

ま
た
、
川
井
河
岸
で
は
寛
延
宝
麿
期
に
か
け
て
は
六
左
衛
門
・
市
郎
右
衛
門
・
八
郎
左
衛
門
・
久
左
衛
門
・
兵
右
衛
門
・
五
郎
太
夫
の

六
名
が
河
岸
問
屋
を
勤
め
屋
敷
持
高
も
上
層
部
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
明
和
寛
政
期
に
い
た
る
聞
に
久
左
衛
門
・
兵
右
衛
門
-e
五

郎
太
夫
は
御
用
留
帳
記
載
の
河
岸
問
屋
名
か
ら
消
え
て
、
交
替
に
作
左
衛
門
・
三
九
郎
・
五
兵
衛
の
新
し
い
問
屋
が
登
場
し
て
く
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
さ
ら
に
寛
政
三
年
の
「
河
岸
十
九
軒
屋
敷
改
」
め
を
見
る
と
一
軒
前
以
土
所
持
七
軒
、
残
り
十
二
軒
は
い
ず
れ
も
二
名

併
記
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
隣
接
す
る
新
河
岸
の
問
屋
善
左
衛
門
は
三
軒
分
に
名
前
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
旧
問
屋
兵
右
衛
門
は
明
和
八
年
十
二
月
の
「
御
用
留
帳
」
の
記
録
に
よ
る
と
明
和
七
年
十
二
月
に
近
接
し
て
い
る
飯
倉
村
の

吉
左
衛
門
に
問
屋
名
義
を
売
渡
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
問
屋
五
兵
衛
は
「
川
井
河
岸
屋
敷
改
め
」
の
中
に
名
前
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
の
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で
河
岸
問
屋
名
義
を
久
左
衛
門
あ
る
い
は
五
郎
太
夫
か
ら
譲
り
受
け
た
周
辺
村
落
の
有
力
農
民
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
新

問
屋
作
左
衛
門
三
九
郎
の
両
名
は
い
ず
れ
も
屋
敷
一
軒
前
の
所
持
者
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
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こ
の
よ
う
に
河
岸
の
表
徴
に
と
も
な
う
河
岸
運
上
金
割
付
額
の
推
移
を
見
て
も
、
宝
暦
l
安
永
期
頃
に
か
け
て
河
岸
構
造
に
大
き
な
変

動
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
に
困
窮
し
て
い
た
川
井
河
岸
の
問
屋
層
に
一
層
深
刻
な
打
撃
を
与
え
た
の
は
明
和
安
永
期
に
お
け
る
勘
定
奉
行
石

谷
備
後
守
清
昌
ら
に
よ
る
河
岸
支
配
体
制
強
化
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
河
岸
問
屋
株
の
設
定
で
あ
る
。
ハ
立

す
な
わ
ち
、
明
和
八
年
五
月
川
井
河
岸
問
屋
総
代
作
左
衛
門
は
「
私
斗
栢
洩
侯
而
ハ
何
れ
難
儀
口
仕
侯
ニ
付
、
御
願
申
上
候
ハ
外
河
岸
々
之
荷

数
振
合
以
、
少
々
た
り
と
も
冥
加
永
御
上
納
仕
度
奉
願
上
侯
」
と
止
む
を
得
ず
石
谷
備
後
守
あ
て
に
河
岸
役
永
の
上
納
を
願
い
出
て
い
る
。
こ
の

時
の
記
録
に
は
伊
勢
崎
河
岸
孫
右
衛
門
永
一
七

O
文
・
喜
兵
衛
永
一
五

O
文
、
八
斗
島
河
岸
三
郎
左
衛
門
・
四
郎
右
衛
門
が
休
株
の
た
め

永
一

O
O文
、
前
島
河
岸
茂
入
・
藤
左
衛
門
は
勤
め
株
永
一
五

O
文
ず
っ
、
川
井
河
岸
で
は
作
左
衛
門
が
総
代
で
勤
め
株
永
一
一
一

O
文
と

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
河
岸
問
屋
側
の
願
望
額
と
解
す
る
の
が
至
当
の
よ
う
で
あ
る
。

結
局
、
安
永
三
年
l
天
明
三
年
ま
で
の
間
川
井
河
岸
で
は
毎
年
永
一
貫
入

O
O文
ず
つ
岩
鼻
代
官
所
へ
上
納
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
領
主
へ
の
河
岸
運
上
金
に
加
え
て
、
幕
府
へ
も
河
岸
問
屋
株
運
上
を
上
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
問
屋
は
「
役
永
差
上
俣
市
も
問
屋
口
銭
等
相
増
申
間
敷
侯
由
厳
敷
被
仰
付
侯
」
白
)
と
あ
っ
て
一
層
苦
し
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
て
ゆ
く
句

で
あ
る
。

そ
の
後
天
明
三
年
の
浅
間
山
噴
火
や
大
洪
水
に
よ
る
川
欠
け
の
た
め
船
着
き
が
悪
く
困
窮
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
川
井
河
岸
で
は
天

明
四
年
分
は
全
額
免
除
さ
れ
、
天
明
七
年
四
月
に
は
問
屋
株
運
上
五
カ
年
聞
の
半
減
を
幕
府
へ
嘆
願
し
、
天
明
六
年
一
カ
年
分
永
一
貫
八

0
0文
の
と
こ
ろ
を
五
四

O
文
に
軽
減
さ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
御
用
留
帳
」
の
記
載
に
よ
る
と
、
そ
の
後
天
明
八
年
、
寛
政
二
年
に
は

再
び
永
一
貫
八
。
。
文
ず
つ
上
納
を
続
け
て
い
る
。



岸
問
屋
株
運
上
の
問
題
に
つ
い
て
も
河
岸
衰
微
と
関
連
さ
せ
つ
つ
言
及
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
川
井
河
岸
衰
微
の
要
因
と
も
な
っ
た
領

主
回
米
の
動
向
や
商
人
荷
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
、
寛
延
・
明
和
期
に
お
り
る
回
米
仕
法
と
運
賃

寛
延
二
年
に
お
け
る
川
井
河
岸
の
問
屋
は
六
軒
で
、
手
船
一
四
般
を
所
有
し
て
い
た
。
他
に
町
船
(
百
姓
持
船
)
二
三
艇
が
あ
り
、
こ

幕藩制転換期における利根川舟運の統制

れ
ら
三
七
般
の
地
船
を
中
心
と
し
て
前
橋
落
の
年
貢
米
や
商
人
荷
物
の
江
戸
運
送
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
利
根
川
流
域
に
お
い
て
前
橋
藩
・
川
越
藩
〈
明
和
四
年
九
月
よ
り
)

の
年
貢
米
の
江
戸
回
送
を
請
負
っ
て
い
た
河
岸
は
「
御

用
留
帳
」
に
よ
れ
ば
前
橋
藩
領
の
上
州
川
井
・
五
料
・
新
・
靭
負
の
四
河
岸
の
ほ
か
に
天
領
下
の
上
州
平
塚
、
旗
本
領
の
武
州
八
町
・
藤

ノ
木
の
七
河
岸
で
あ
っ
た
。
前
橋
落
の
船
方
役
所
で
は
回
米
輸
送
に
際
し
、
こ
れ
ら
の
七
河
岸
の
問
屋
に
通
知
し
、
前
橋
に
お
い
て
運
賃

入
札
を
行
い
、
入
札
値
段
の
最
も
安
い
河
岸
に
運
送
を
請
負
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

先
に
も
触
れ
た
ご
と
く
前
橋
藩
は
寛
延
元
年
十
二
月
に
領
主
が
交
替
し
、
酒
井
忠
清
が
播
州
姫
路
に
移
封
さ
れ
、
代
り
に
こ
れ
ま
で
の

姫
路
城
主
松
平
朝
矩
が
前
橋
藩
主
と
し
て
入
部
し
た
。

こ
の
領
主
交
替
後
の
寛
延
二
年
の
「
御
用
留
帳
」
に
は
三
河
岸
問
屋
十
一
名
が
新
領
主
へ
提
出
し
た
旧
領
主
時
代
の
年
貢
米
江
戸
回
送
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に
関
す
る
「
大
概
覚
書
」
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
よ
り
前
橋
藩
回
米
仕
法
に
つ
い
て
の
大
要
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

一
、
御
米
請
方
之
義
者

御
舟
方
様
A
D
被
仰
付
問
屋
共
立
合
貫
目
ニ
而
請
取
、
江
戸
納
之
義
貫
匁
-
一
而
相
納
申
侯
、
御
送
状
之
儀
御
舟
方
様
御
判
形
-
一
一
同
も
差
上
申
候
、

右
之
通
り
大
概
御
書
上
仕
候
、
以
上
、
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川
井
河
岸
舟
問
屋
九
六
人
連
印
)

五
料
か
し
舟
問
屋
(
一
一
人
達
印
)

新
か
し
舟
問
屋
(
三
人
連
印
)

見
ら
れ
る
通
り
年
貢
米
の
江
戸
輸
送
は
す
べ
て
御
船
奉
行
の
差
図
の
も
と
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

河
岸
場
に
お
い
て
領
民
か

寛
延
二
年
巳
十
一
月

ら
年
貢
米
を
受
取
る
際
に
は
河
岸
問
屋
が
立
会
い
貫
自
に
不
足
が
な
い
よ
う
に
厳
重
に
検
査
を
し
、
江
戸
へ
着
船
し
陸
揚
げ
し
た
あ
と
で

再
び
藩
役
人
の
貫
目
検
査
が
行
な
わ
れ
る
慣
例
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

河
岸
問
屋
は
江
戸
輸
送
に
あ
た
り
、
川
井
・
新
両
河
岸
の
九
人
が
三
人
ず
つ
三
紐
に
分
れ
て
年
貢
米
の
検
査
な
ど
船
積
の
掌
に
あ
た
っ

て
い
た
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
寛
延
二
年
十
一
月
二
十
九
日
付
の
両
河
岸
問
屋
が
新
領
主
に
差
出
し
た
酒
井
氏
時
代
の
六
カ
条
の
回
米
仕
法

を
見
れ
ば
よ
り
一
層
明
白
に
な
る
の
で
左
に
要
約
し
て
み
よ
う
。

① 

先
ず
年
貢
米
の
河
岸
出
し
に
際
し
て
は
河
岸
問
屋
が
立
会
い
、
貫
目
改
め
に
よ
り
軽
俵
を
発
見
し
た
場
合
は
「
桝
回
し
」

〈
規
定

の
桝
で
量
目
を
検
査
す
る
)
を
行
い
、
切
米
〈
規
定
の
量
闘
に
不
足
し
て
い
る
分
)
に
つ
い
て
は
付
出
し
村
に
足
し
前
を
さ
せ
る
。

量
目
が
規
定
通
り
の
分
だ
け
受
取
る
。

② 

回
米
輸
送
に
あ
た
っ
て
は
足
軽
衆
が
千
俵
に
一
人
、
千
俵
以
上
は
二
人
ず
つ
上
乗
り
す
る
。

① 

万
一
破
船
し
た
場
合
は
関
宿
よ
り
上
流
は
前
橋
へ
届
け
出
て
、
役
人
が
現
地
で
吟
味
し
た
上
で
助
船
人
足
の
手
配
を
す
る
。
ま

た
、
関
宿
よ
り
下
流
で
破
船
し
た
時
は
江
戸
の
藩
邸
へ
通
報
し
江
戸
表
の
役
人
に
見
分
し
て
も
ら
う
。

@ 

破
船
し
た
場
合
の
船
賃
は
三
分
一
は
返
上
し
、
残
り
の
分
は
支
給
さ
れ
る
。

ま
た
、
濡
米
は
そ
の
場
所
で
船
を
取
替
え
江
戸
へ
運
送
し
、

一
俵
に
つ
い
て
二
俵
分
の
船
賃
が
支
給
さ
れ
る
。
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江
戸
へ
着
船
し
た
年
貢
米
は
浅
草
蔵
前
に
お
い
て
役
人
の
貫
目
改
め
を
う
け
、
も
し
貫
自
に
軽
出
し
(
規
定
量
目
よ
り
や
や
軽
い
)

が
あ
れ
ば
「
桝
回
し
」
を
命
ぜ
ら
れ
、
切
米
分
は
船
頭
が
弁
米
さ
せ
ら
れ
た
。

@ 

斗
桝
は
一
河
岸
に
一
個
ず
つ
支
給
さ
れ
、
磨
滅
し
た
分
に
つ
い
て
は
藩
庁
に
願
い
出
て
引
替
え
て
も
ら
う
。

こ
の
酒
井
氏
時
代
の
回
米
仕
法
を
見
る
と
回
米
輸
送
が
い
か
に
厳
し
い
規
制
に
し
ば
ら
れ
て
い
た
か
が
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
回
米
の
輸
送
に
あ
た
っ
て
い
た
船
頭
の
労
苦
を
示
す
二
、
三
の
事
例
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

そ
の
一
、
宝
暦
七
年
九
月
三
河
岸
問
屋
十
一
人
か
ら
船
方
役
所
あ
て
の
嘆
願
書
。
三
河
岸
か
ら
酵
下
に
て
積
下
し
た
回
米
は
平
塚
河
岸

幕藩制転換期における利根川舟運の統制

で
本
船
に
積
換
え
て
江
戸
へ
回
送
し
て
い
る
が
、
巻
積
に
す
る
た
め
採
め
俵
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
援
め
俵
一
俵
に
つ
い
て
一
升
の

弁
米
を
勘
弁
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
願
い
出
て
い
る
。

そ
の
二
、
宝
暦
七
年
十
二
月
三
河
岸
問
匡
か
ら
船
方
役
所
あ
て
の
嘆
願
書
。
採
め
俵
、
色
替
り
、
台
付
(
鼠
喰
い
)
、
沢
子
(
濡
米
)
な

ど
の
弁
米
が
多
く
船
頭
が
難
儀
し
て
い
る
の
で
、
弁
米
は
切
米
だ
け
に
し
て
欲
し
い
。

そ
の
三
、
宝
暦
八
年
九
月
に
も
三
河
岸
問
屋
か
ら
回
米
の
河
岸
出
し
に
際
し
、
藩
役
人
が
貫
目
改
め
を
し
て
送
状
に
目
方
を
記
入
し
て

も
ら
い
た
い
こ
と
、
接
め
俵
、
色
替
り
、
台
付
な
ど
七
カ
条
に
つ
い
て
の
一
札
を
差
出
し
て
い
る
。

そ
の
四
、
そ
れ
で
も
領
主
側
か
ら
改
善
の
様
子
が
な
か
っ
た
と
見
え
、
宝
麿
九
年
七
月
に
は
、
ま
た
ま
た
河
岸
問
屋
か
ら
次
の
よ
う
な
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嘆
願
書
を
差
出
し
て
い
る
。

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
、
此
度
御
廻
米
被
仰
付
侯
-
一
付
、
居
り
合
候
地
船
舟
積
之
儀
申
渡
し
候
処
-
一
舟
頭
共
泰
願
侯
ハ
江
戸
御
請
取
方
前
々
之
通
り
-
一
而
ハ
難
儀
至
極
-
一
奉

存
候
、
依
之
当
河
岸
-
一
て
御
請
方
御
役
人
様
御
立
合
ニ
て
請
取
被
遊
侯
様
-
一
江
戸
紡
方
之
儀
も
被
仰
付
被
下
置
侯
様
奉
願
上
候
、

知
閏
七
月
廿
七
日
三
河
岸
問
屋
不
残
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右
は
江
戸
納
め
に
際
し
て
役
人
の
貫
目
検
査
が
や
か
ま
し
く
船
頭
が
困
っ
て
い
る
の
で
、
河
岸
に
て
貫
目
検
査
を
し
た
役
人
に
も
立
会

っ
て
も
ら
い
た
い
と
云
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
再
三
に
わ
た
る
嘆
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
船
頭
の
願
望
は
容
易
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
見
え
、
宝
暦
七
年
十
二
月
二
十
九

日
に
金
三
両
、
宝
暦
八
年
二
月
十
七
日
に
金
三
両
一
分
、
同
年
二
月
二
十
六
日
に
銀
二
三
匁
一
分
四
四
二
文
の
弁
米
金
を
上
納
し
て
い

る。
な
お
、
回
米
の
江
戸
輸
送
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
季
節
に
よ
り
水
深
が
変
動
す
る
た
め
、
船
へ
の
積
載
量
を
加
減
し
て
い
た
と
あ

る
。
た
と
え
ば
、
九
月
中
旬
よ
り
十
月
ま
で
の
期
間
は
大
船
一
般
に
四
百
俵
積
の
と
こ
ろ
を
小
貯
下
回
膿
(
一
般
百
俵
あ
て
)
を
あ
て
、

中
瀬
河
岸
よ
り
下
流
関
宿
河
岸
ま
で
は
長
降
下
一
艇
(
四
百
俵
積
)
を
あ
て
、
渇
水
期
に
あ
た
る
一
月
よ
り
正
月
下
旬
ま
で
は
川
井
河
岸

よ
り
中
瀬
河
岸
ま
で
大
船
一
般
分
に
つ
い
て
小
醇
下
六
般
を
あ
て
、
比
較
的
水
量
の
豊
富
な
二
月
よ
り
八
月
ま
で
の
聞
は
小
鮮
下
三
般
で

運
送
し
て
い
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
和
八
年
十
一
月
に
三
河
岸
問
屋
が
川
越
藩
(
明
和
四
年
に
領
主
が
居
城
を
川
越
城
に
移
し
た
)

ま
た
、
長
解
下
の
船
賃
は
水
量
の
増
減
に
よ
り
、
金
一
両
か
ら
三
両
位
ま
で
高
下
し
て
い
た
と
も
記
録
さ
れ
て
い
る
o
e
4

に
差
出
し
た
六
カ
条
の

請
書
を
こ
れ
ま
で
の
回
米
仕
法
を
整
理
補
足
す
る
意
味
で
左
に
全
文
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
江
戸
御
廻
米
河
岸
出
シ
被
仰
付
侯
節
、
於
河
岸
廻
シ
御
立
御
渡
-
一
付
、
右
之
桝
目
江
戸
表
河
岸
揚
ケ
之
節
、
闘
を
以
廻
シ
御
立
切
レ
相
立
候
ハ

』
、
於
同
所
無
相
違
御
公
儀
様
御
張
紙
直
段
を
以
代
金
-
一
而
相
納
可
申
候
、

一
、
軽
俵
有
之
侯
節
ハ
右
之
米
何
俵
有
之
候
共
、
一
は
へ
ニ
致
、
掴
ニ
而
廻
シ
御
立
入
不
足
ニ
有
之
侯
ハ
¥
廻
シ
御
立
之
上
桝
目
相
違
無
之
侯
ハ
』

外
-
一
打
米
無
之
御
請
取
可
被
下
候
、

一
、
沢
手
色
替
り
之
儀
ハ
本
俵
と
一
所
ニ
掴
ニ
而
廻
シ
御
改
切
有
之
侯
ハ
』
何
接
ニ
市
も
欠
米
差
出
シ
可
申
候
、
竿
当
色
替
り
之
儀
ハ
舟
中
不
調
、
法
-
一
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有
之
侯
問
、
右
之
欠
米
外
-
一
過
料
米
只
今
迄
之
通
差
出
可
申
候
、

一
、
も
め
俵
之
儀
ハ
河
岸
出
し
被
仰
付
侯
節
、
舟
頭
共
相
改
若
採
俵
有
之
候
ハ
』
御
改
之
上
、
右
俵
数
丈
ケ
送
り
へ
も
め
之
形
御
書
加
へ
被
成
下
度

事
、
右
之
外
ニ
河
岸
上
ケ
之
節
も
め
俵
有
之
候
ハ
h

船
中
気
ニ
有
之
侯
問
、
御
定
之
通
過
料
米
差
出
可
申
候
、

て
台
付
鼠
喰
、
右
之
分
河
岸
出
候
節
舟
頭
相
改
之
上
可
申
上
侯
問
、
御
改
台
付
鼠
喰
俵
作
り
御
直
し
御
渡
し
可
被
成
下
候
、
其
上
-
一
而
台
付
鼠
喰
河

岸
上
ケ
之
節
有
之
侯
ハ
¥
是
又
御
定
之
通
過
料
米
差
出
可
申
候
、

一
、
河
岸
出
し
被
仰
付
侯
節
、
村
々
，
S
附
込
之
時
分
、
不
時
-
一
一
関
等
ニ
而
濡
候
米
有
之
侯
ハ
h

、
御
見
分
俵
よ
り
内
し
め
り
通
侯
程
之
義
宥
之
侯
ハ
h

、

江
戸
表
へ
着
船
迄
-
一
ハ
右
之
米
包
替
り
相
成
候
問
、
御
改
之
上
、
右
色
替
り
送
り
江
御
書
加
へ
被
下
度
候
事
、

右
六
ケ
条
之
趣
、
巳
後
右
之
適
被
成
下
侯
ハ
』
少
も
無
相
達
、
欠
米
井
過
料
米
差
出
可
申
候
、
右
之
遜
御
請
仕
候
、

知
十
一
月

鈴
木
元
右
衛
門
様

三
河
岸
問
屋
共

右
の
六
カ
条
の
回
米
請
書
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

① 

江
戸
表
で
回
米
河
岸
揚
げ
の
際
に
は
開
を
も
っ
て
米
俵
の
桝
回
し
を
行
い
、
桝
切
れ
の
分
は
御
張
紙
値
段
で
代
金
を
納
め
る
。

@ 

軽
俵
は
何
俵
あ
っ
て
も
一
所
に
し
、
藩
に
て
俵
の
桝
回
し
を
行
い
、
桝
自
に
相
違
が
な
け
れ
ば
足
し
前
せ
ず
に
受
取
っ
て
も
ら
い

"-、。

φ
れ

B
h
v

@ 

沢
手
(
水
に
濡
れ
た
米
)
色
替
り
し
た
米
俵
は
本
俵
と
一
所
に
闘
に
て
桝
目
回
し
を
行
い
、
桝
切
れ
の
分
は
何
俵
で
も
欠
米
を
差

出
す
。
ま
た
、
竿
当
て
色
替
り
の
分
は
船
中
の
不
調
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
~
欠
米
の
ほ
か
に
過
料
米
を
今
ま
で
通
り
に
差
出

す
こ
と
。
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@ 

河
岸
出
し
に
際
し
、
船
頭
が
米
俵
を
改
め
て
、
も
し
接
め
俵
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
役
人
が
検
分
し
た
上
で
俵
数
だ
け
採
め
の

形
を
送
り
状
へ
記
入
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
ほ
か
に
河
岸
揚
げ
に
際
し
採
め
俵
が
あ
れ
ば
船
中
の
不
始
末
と
見
倣
し
、
過
料
銭
を



166 

差
出
す
こ
と
に
し
た
い
。

⑤ 

河
岸
出
し
の
際
に
台
付
鼠
喰
い
な
ど
の
米
俵
の
有
無
に
つ
い
て
船
頭
が
調
べ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
も
し
、
河
岸
揚
げ
の
時

台
付
鼠
喰
い
な
ど
が
あ
れ
ば
規
定
通
り
の
過
料
米
を
差
出
す
こ
と
に
し
た
い
。

@ 

河
岸
出
し
の
た
め
村
々
よ
り
附
け
込
み
の
時
分
、
雨
に
濡
れ
て
俵
内
に
湿
み
通
っ
た
米
俵
は
江
戸
へ
着
船
す
る
ま
で
に
色
替
り
に

な
る
か
ら
、
役
人
が
見
分
し
た
上
で
送
り
状
に
そ
の
む
ね
記
入
し
て
も
ら
い
た
い
。

右
の
六
カ
条
の
趣
旨
通
り
に
し
て
く
れ
れ
ば
相
違
な
く
欠
米
な
ら
び
に
過
料
米
を
差
出
す
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
規
制
を
受
け
た
回
米
輸
送
は
河
岸
問
屋
や
船
頭
な
ど
運
輸
業
者
に
と
っ
て
決
し
て
収
益
の
多
い
も
の
と
は
い
え
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
も
領
主
の
回
米
を
請
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
河
岸
問
屋
の
宿
命
と
も
い
え
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
明
白
に
す
る
た
め
、
次
に
領
主
回
米
運
賃
の
決
め
方
に
つ
い
て
説
明
し
て
み
た
い
と
思
う
。

前
橋
・
川
越
藩
で
は
回
米
の
江
戸
輸
送
に
際
し
、
前
橋
の
船
方
役
所
か
ら
上
州
川
井
・
五
料
・
新
・
靭
負
・
平
塚
及
び
対
岸
の
武
州
入

町
・
藤
ノ
木
河
岸
の
河
岸
問
屋
に
指
令
し
、
前
橋
に
お
い
て
運
賃
入
札
を
行
い
、
最
も
低
廉
な
河
岸
に
回
米
輸
送
-V
品
一
同
負
わ
せ
て
い
た
。

た
と
え
ば
宝
暦
十
一
年
八
月
十
四
日
の
入
札
事
例
(
第
三
表
)
を
見
る
と
川
井
・
新
・
五
料
の
三
河
岸
で
は
金
一
両
に
つ
い
て
六
十
四

俵
、
平
塚
河
岸
六
十
八
俵
、
孫
左
衛
門
五
十
四
俵
、
親
負
河
岸
五
十
八
俵
と
あ
り
、
平
塚
河
岸
に
落
札
し
て
い
る
。

ま
た
、
安
永
三
年
九
月
の
入
札
時
期
に
川
井
河
岸
で
は
運
送
す
る
船
が
河
岸
に
い
な
か
っ
た
た
め
入
札
に
参
加
で
き
ず
、
新
河
岸
で
は

金
一
両
に
五
十
入
俵
の
値
段
で
入
札
し
た
が
、
結
局
落
札
し
た
の
は
靭
負
河
岸
で
金
一
両
に
六
十
俵
と
い
う
値
段
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
川
井
河
岸
で
は
「
入
札
被
仰
遣
候
得
共
船
無
御
座
侯
」
と
い
う
理
白
で
入
札
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
第
三
表
を
見
て
も
明
和
四
年
六
月
十
一
日
以
降
は
ほ
と
ん
ど
入
札
に
参
加
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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表 3 上gllll川井河岸領主荷物動向

年月 日 l品目|数量|越はいてl 備 考

寛延2 10月回 米 48俵 直 し

12.13 " 44俵 直 し

宝暦2 4. 13 " 56俵直し

10.12 " 靭負担俵

11. 10 " 46俵 入 札 が 48俵 八 町44俵藤ノ木44俵

51 10. 3 " 60俵入札

" 大 王Z 58俵 入 札

6 4.28 炭 312俵

9.29 回 米 56俵，...，，63俵入札

10. " 920俵 平塚70俵

10. " 1，500俵 蔵入預り

11. 2 御膳醤油 12得

11.10 船賃 48俵

7 2.11 御膳醤油 12樽 船賃 294文 前橋御賄所より江戸上屋敷賄方

3.19 " 9樽

4. 槍 100本

6.27 醤 油 6樽

8.21 米 1，180俵 船賃17両3分，丁銭515文請取

9. 4 御膳醤油 12樽 グ 762文

9.17 62俵直し

9.23 醤 油 9樽

" 麦 1俵

8 2. 12 醤 油 9樽
1 2.23 " 6樽 丁銭 151文

3. " 66 樽枚)丁銭仰文一枚板

9 7. 大 旦 126俵 (5斗入) 58俵

7. 2 米 1，000俵 1両58俵落札

8. 10 米 グ 58俵

9.27 廷 包 1笛 グ 300文

10.21 米 " 52俵入札

11. " グ 50俵入札

10 1. 18 " グ 52俵

2.29 大 豆 50俵

" 米 300俵 1両 56俵 船賃金3分ト丁銭403文

4.12 槍 25本
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年月日 i品目|数量|三河岸船賃| 備 考

4. 18 醤 油 15樽 370文

5.23 米 1両 58俵入札

7. 9 米 1両 62俵入札

10. 7 米 1，000俵 1/ 55俵入札 草E負河岸落札74俵

1/ 大 旦 135俵

11. 2 米 1，000俵 1両 50俵

1/ 大 豆 1351/ 

11 2.12 1両 56俵入札

8. 14 64俵入札 平塚68俵，靭負58俵

131 8.17 1両 60俵

12. 6 1/ 51俵 平塚55俵，靭負担俵

明和元 12. 14 1/ 52俵

25 1/ 54俵

2 3. 15 92211 1/ 681/ 新河岸落札

9. 柿御板 1/ 28駄 深川揚

11 " 
1/ 23駄 芝新網町揚

9.20 1/ 62俵 新河岸落札

11.10 1/ 56俵 新河岸58俵

3 1. 8 米 1/ 55俵

2. 2 11 1/ 56俵

10.25 " 
1/ 56俵

4 4. 6 11 1/ 75俵

6.11 大 豆 400俵 入札不参加 船居合不申侯ニイ寸

7. 8 米 1， 000俵 " 1/ 

8. 8 屋 根 板 1/ 

24 米 400俵 1/ 

9. 4 1/ 1/ 

5 5.29 1/ 1/ 船居合不申侯ニ付

7.17 " 1/ 1/ 

11. 5 λF 1/ 1/ 

6 8. 12 1/ 250俵 船賃金3碍にて被仰付侯

7 4. 3 " 2，000俵 船賃金26荷 3分ト了銭200文

8. 14 " 700俵入 キL
17 1/ 250俵 " 

9. 入札不参加 船居合不申侯ニ付

註本表は清水家「御用留帳」により作成した。明和7年以降については割愛

した。



そ
れ
で
は
な
ぜ
船
が
い
な
い
と
い
う
事
態
が
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
宝
暦
十
一
年
正
月
の
三
河
岸
問
屋
な
ら
び

に
船
持
か
ら
船
方
役
所
岩
倉
十
助
へ
あ
て
た
左
の
嘆
願
書
を
見
れ
ば
自
ら
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

三
河
岸
船
持
共
奉
願
上
候
所
年
々
舟
家
業
も
減
少
仕
難
儀
至
極
-
一
奉
存
侯
、
依
之
御
拝
借
金
船
壱
般
ニ
付
拾
五
両
ツ
』
奉
願
上
候
、
則
別
紙
舟
数
御
書

上
差
上
候
、

て
御
廻
米
御
用
之
節
順
番
以
御
用
相
勤
申
所
、
士
口
船
等
多
分
御
座
侯
而
御
用
相
勤
り
兼
難
儀
仕
候
、
此
上
舟
数
不
足
ニ
罷
成
候
ハ
』
御
用
等
相
勤
り

か
ね
可
申
上
泰
存
侯

て
御
上
様
御
通
御
用
之
儀
鳥
川
刺
根
川
両
川
ニ
而
舟
数
拾
弐
般
ニ
而
御
用
相
勤
度
、
其
外
日
光
御
用
御
大
名
様
方
御
通
之
時
分
、
彼
是
-
一
付
只
今
迄

之
船
数
ニ
而
も
相
勤
兼
候
所
-
一
尚
不
足
-
一
罷
成
侯
而
ハ
御
用
相
弁
し
兼
可
申
与
奉
存
侯
、
右
之
通
り
ニ
御
座
侯
ニ
付
御
拝
借
被
仰
付
被
下
置
侯
様
奉

願
上
候
、

右
願
之
通
被
仰
付
被
下
回
民
侯
ハ
』
難
有
奉
存
候
、
以
上
、

宝
暦
十
一
年
巳
正
月

三
河
岸
問
屋
九
人

沼
之
上
名
主

五
料
名
主

一
札
之
事

一
、
此
度
御
拝
借
奉
願
候
儀
以
口
上
ヲ
申
上
侯
通
り
拙
者
共
一
統
難
儀
仕
侯
-
一
付
、
何
分
】
一
茂
出
来
仕
侯
様
御
頭
可
被
下
候
、
依
之
連
名
差
出
し
申
所

相
違
無
御
座
侯
、
巴
上
、

(
船
頭
二
十
人
連
名
)

巳
正
月
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五
料
河
岸

新
河
岸

川
井
河
岸

御
問
屋
中
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右
の
三
河
岸
問
屋
・
名
主
か
ら
船
方
役
所
あ
て
の
嘆
願
書
及
び
船
持
二
十
名
連
印
の
口
上
書
を
要
約
す
れ
ば
「
年
々
船
稼
業
が
減
少
し

古
船
が
多
く
難
儀
し
て
い
る
。
も
し
、
こ
れ
以
上
船
数
が
減
少
す
れ
ば
回
米
御
用
を
は
じ
め
領
主
の
利
根
川
・
烏
川
通
船
、
日
光
御
用
、

大
名
通
行
の
際
の
役
船
御
用
も
勤
め
兼
ね
る
の
で
船
一
般
に
つ
き
金
十
五
両
ず
つ
拝
借
願
い
た
い
」
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

宝
暦
十
一
年
当
時
の
三
河
岸
所
有
の
船
数
は
問
屋
船
が
本
船
二
鰻
・
鮮
下
回
膜
・
小
醇
下
二
腰
、
地
船
が
本
船
六
般
醇
下
一
五
艇
、
合

計
二
九
膜
で
あ
っ
た
。
寛
延
三
年
の
三
七
般
か
ら
漸
次
船
数
は
減
少
し
宝
暦
十
年
代
に
は
こ
二
般
に
な
り
、
寛
政
期
に
至
る
期
間
の
最
底

数
を
記
録
し
て
い
る
。

明
和
元
年
十
二
月
の
川
井
河
岸
問
屋
五
人
連
名
の
嘆
願
書
に
は
「
当
河
岸
之
儀
地
舟
無
御
座
侯
故
御
米
御
請
不
仕
侯
、
左
侯
得
者
御
用

相
勤
不
申
罷
有
候
ニ
付
、
此
度
他
所
船
相
雇
候
而
も
御
米
御
請
仕
度
奉
願
上
候
」
と
あ
っ
て
川
井
河
岸
で
は
船
数
減
少
の
た
め
回
米
の
入
札
も
で

ま
た
、

き
な
い
の
で
他
所
船

avを
雇
っ
て
も
回
米
御
用
を
勤
め
た
い
と
願
い
出
て
い
る
。

こ
れ
を
見
て
も
宝
暦
か
ら
明
和
期
に
か
け
て
川
井
河
岸
が
い
か
に
衰
微
し
て
い
っ
た
か
が
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
川
井
河
岸
が
衰
微
し
た
理
由
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
明
和
二
年
九
月
代
官
役
所
か
ら
河
岸
の
実
態
に
つ
い
て

の
問
合
せ
に
対
し
て
の
ロ
上
書
の
一
節
に
は
、

一
、
両
河
岸
江
荷
物
前
々
之
通
出
候
哉
与
御
尋
被
遊
侠
処
、
御
大
名
様
方
御
廻
米
ハ
少
し
ツ
ツ
出
申
侯
得
共
商
荷
物
ハ
一
向
出
不
申
候
、
御
領
所
御
城

米
之
義
も
年
々
減
少
仕
、
去
年
ぷ
ハ
一
向
出
不
申
侯
、
当
年
儀
も
難
計
奉
存
候
、

と
あ
っ
て
、
大
名
回
米
の
減
少
、
商
荷
物
の
皆
無
に
等
し
い
状
態
が
河
岸
の
表
徴
と
問
屋
・
船
持
層
の
困
窮
を
も
た
ら
し
た
要
因
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
え
恕

し
た
が
っ
て
先
述
し
た
ご
と
く
き
わ
め
て
規
制
が
厳
し
く
収
益
の
少
な
い
領
主
米
と
い
え
ど
も
輸
送
を
請
負
う
べ
く
入
札
に
参
加
し
て



い
た
の
で
あ
る
が
、
船
の
減
少
と
老
朽
化
の
た
め
、
明
和
天
明
期
に
か
け
て
は
回
米
入
札
に
も
参
加
で
き
な
い
状
態
が
現
出
し
た
の
で
あ

る。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
河
岸
の
表
徴
に
一
層
拍
車
を
か
け
た
の
は
天
明
七
年
四
月
の
日
光
例
幣
使
道
に
お
け
る
駄
賃
二
割
増
一
件
で
あ

る
。
こ
の
た
め
上
信
越
地
方
か
ら
川
井
河
岸
へ
駄
送
す
る
荷
物
は
玉
村
宿
を
通
過
す
る
際
に
二
割
増
の
駄
賃
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
運
賃
が
嵩
み
河
岸
出
し
荷
物
が
減
少
す
る
近
因
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
三
河
岸
問
屋
は
「
右
例
幣
使
道
玉
村
宿
ぷ
諸
荷
物
二
割
増
取
之
河
岸
出
荷
物
相
滅
渡
世
格
別
薄
」
く
な
る
の
で
、
駄
賃
二
割
増

幕藩制転換期における利根川舟運の統制

を
取
止
め
て
も
ら
い
た
い
と
玉
村
宿
の
問
屋
・
年
寄
金
七
・
庄
蔵
を
相
手
に
訴
え
出
た
の
で
あ
る
。

こ
の
紛
争
は
天
明
五
年
二
月
十
三
日
に
双
方
評
定
所
へ
出
頭
し
た
が
、
玉
村
宿
で
は
河
岸
出
し
荷
物
の
庭
口
銭
で
の
助
成
を
も
っ
て
御

用
を
勤
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
河
岸
荷
物
の
減
少
は
玉
村
宿
の
商
荷
物
の
減
少
に
な
る
と
し
な
が
ら
も
「
才
領
荷
物
継
立
分
は
格
別
商
荷

物
之
儀
ハ
宿
場
為
取
続
」
の
た
め
庭
口
銭
の
増
割
を
も
ら
い
た
い
と
主
張
し
た
。

こ
の
紛
争
は
結
局
年
季
中
に
限
り
登
り
荷
物
(
河
岸
揚
げ
荷
物
)
は
こ
れ
ま
で
の
庭
口
銭
の
ほ
か
に
一
駄
に
つ
い
て
銭
一
三
文
・
塩
荷

物
入
文
増
し
、
所
々
よ
り
の
下
り
荷
物
は
庭
口
銭
の
ほ
か
に
一
駄
に
つ
き
五
文
ず
つ
玉
村
宿
へ
請
取
り
、
年
季
明
き
の
際
に
は
諸
荷
物
七

文
・
塩
荷
物
二
文
の
庭
口
銭
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
内
済
に
な
っ
た
。

四
、
新
流
通
路
の
開
設
と
領
主
回
米
の
動
向
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既
述
の
ご
と
く
川
井
河
岸
は
領
主
的
流
通
機
構
の
一
環
と
し
て
近
世
前
期
に
成
立
し
、
領
主
回
米
を
は
じ
め
三
国
通
り
径
由
の
諸
家
回

米
や
商
人
荷
物
の
江
戸
積
出
し
の
河
岸
場
と
し
て
栄
え
て
い
た
。
元
職
コ
了
四
年
の
倉
賀
野
・
玉
村
聞
の
積
荷
に
関
す
る
争
論
の
訴
状
に
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は
「
コ
一
国
通
り
の
荷
物
は
玉
村
継
に
て
、
新
河
岸
・
川
井
河
岸
に
て
船
積
致
、
江
戸
上
下
候
」
ハ
巴
と
あ
り
、
ま
た
、
川
井
河
岸
宝
暦
二
年
二
月
二

十
八
日
付
の
「
御
用
留
帳
」
に
は
「
三
か
し
前
々
ぷ
信
州
・
越
後
・
吾
妻
・
高
崎
・
沼
田
・
惣
社
辺
之
諸
荷
物
請
来
り
」
と
あ
、
っ
て
、
川
井
・
新

の
両
河
岸
は
日
光
例
幣
使
道
の
玉
村
宿
を
経
て
信
濃
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
ほ
か
、
惣
社
・
渋
川
・
八
木
沢
・
猿
ケ
京
へ
と
北
上
し
越

後
に
も
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
る
。
川
井
河
岸
の
享
保
期
以
前
に
お
け
る
荷
物
取
扱
高
は
登
り
下
り
共
に
年
間
一
五
、

0
0
0
1二
O
、
O

0
0駄
に
及
ん
で
い
た
が
、
享
保
以
後
に
な
る
と
漸
減
し
、
寛
延
二

1
宝
暦
元
年
の
三
カ
年
間
の
川
井
・
五
料
・
新
の
三
河
岸
の
荷
物
総
高

は
七
六
、

一
六
八
駄
と
な
り
、
こ
れ
を
一
カ
年
平
均
に
す
れ
ば
二
玉
、
三
八
九
駄
、
こ
の
船
賃
金
は
一
、

O
五
O
両
と
記
さ
れ
て
い
る
。

瀬
遠
ク
相
成
荷
物
殊
外
減
少
仕
、

で
は
い
つ
頃
か
ら
川
井
河
岸
の
荷
物
が
減
少
し
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
和
八
年
五
月
の
「
御
用
留
帳
」
に
は
「
三
拾
四
五
年
巳
前
川

下
リ
荷
物
計
ニ
一
巾
大
豆
之
儀
ハ
一
向
無
御
座
段
々
衰
微
仕
、
当
時
船
壱
般
も
無
御
座
候
」
と
あ
っ
て
明
和
八
年
(
一

七
七
一
)
よ
り
三
五
年
遡
っ
た
元
文
元
年
(
一
七
三
六
)
頃
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
、
荷
物
が
減
少
し
た
直
接
の
動
機
は
烏
川
の
北
岸

に
位
置
し
て
い
る
関
係
も
あ
っ
て
烏
川
の
流
路
が
南
岸
寄
り
に
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
た
め
荷
物
の
船
積
、
陸
揚
げ
に
不
便
に
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
と
推
量
す
る
。

こ
の
よ
う
な
自
然
的
障
害
と
あ
い
ま
っ
て
川
井
・
新
・
五
料
の
三
河
岸
に
と
っ
て
さ
ら
に
脅
威
を
与
え
た
の
は
宝
暦
二
年
に
起
っ
た
利

根
上
流
の
群
馬
郡
の
白
井
町
通
船
一
件
で
あ
る
。

宝
暦
二
年
三
月
二
十
八
日
に
領
主
か
ら
三
河
岸
問
屋
あ
て
に
白
井
町
の
舟
運
業
を
認
可
し
た
場
合
の
三
河
岸
へ
の
影
響
は
ど
う
か
と
の

下
聞
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
三
河
岸
問
屋
は
、
こ
れ
ま
で
三
河
岸
か
ら
船
積
陸
揚
げ
し
て
い
た
上
信
越
地
方
の
荷
物
は
運
送
せ
ず
、

白
井
町
の
御
城
米
な
ら
び
に
同
町
の
荷
物
ば
か
り
積
下
す
の
で
あ
れ
ば
別
段
の
支
障
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
答
申
し
て
い
る
。

か
く
て
宝
暦
二
年
四
月
五
日
に
前
橋
藩
郡
代
所
か
ら
三
河
岸
問
屋
・
名
主
全
員
が
前
橋
本
町
い
せ
屋
四
郎
右
衛
門
方
へ
呼
び
出
さ
れ
、



野
呂
猪
右
衛
門
手
代
高
野
源
六
か
ら
御
城
米
の
陸
附
道
中
が
長
い
の
で
減
量
が
多
く
賃
銀
の
出
費
も
嵩
む
の
で
「
御
上
ミ
御
損
益
ニ
相
成

侯
事
ニ
有
之
」
と
の
理
由
が
提
示
さ
れ
、
白
井
町
通
船
を
許
可
し
た
い
が
ど
う
か
と
の
申
入
れ
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
三
河
岸
問
屋
・
名
主
は
前
橋
郡
代
所
、
船
方
役
所
、
代
官
所
へ
次
の
よ
う
な
口
上
書
を
提
出
し
て
い
る
。

幕藩制転換期における利根川舟運の統制

一
、
三
河
岸
之
儀
古
来
越
後
・
信
濃
・
我
妻
・
其
外
白
井
・
沼
田
・
渋
川
・
惣
社
辺
御
城
米
井
荷
物
等
積
送
り
渡
世
仕
来
り
候
、
此
度
白
井
小
廻
舟
被

仰
付
候
ハ
』
難
儀
可
仕
候
、

乍
去
御
公
儀
様
御
損
益
ニ
相
成
候
亭
動
座
骨
ハ
い
被
仰
付
侯
上
ハ
不
及
是
非
候
、
何
連
白
井
最
寄
御
城
米
井
白
井
町
荷
物
切
-
一
被
仰
付
下
置
侯
様
相

成
侯
哉
と
奉
存
候
、
源
太
殿
被
仰
付
候
ハ
白
井
願
之
義
小
廻
舟
-
一
有
之
侯
へ
者
致
方
之
儀
無
之
候
、
殊
ニ
越
後
信
濃
附
下
し
荷
物
等
之
儀
と
相
構
之

義
ニ
無
之
候
(
中
略
)
越
後
・
信
濃
出
テ
来
り
之
荷
物
決
而
積
不
申
、
白
井
最
寄
御
城
米
井
-
一
最
寄
之
商
荷
物
な
と
積
下
し
候
様
-
一
被
仰
下
可
成
下

侯
(
下
略
)

か
く
の
ご
と
く
、
三
河
岸
で
は
御
公
儀
様
の
損
益
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
止
む
を
得
な
い
が
、
古
く
か
ら
三
河
岸
の
主
要
な
船

積
荷
物
で
あ
っ
た
越
後
・
信
濃
の
荷
物
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
渋
川
か
ら
陸
送
に
し
、
白
井
船
で
は
決
し
て
運
送
し
な
い
と
い
う
条
件
で
白

井
船
通
船
に
請
印
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
宝
暦
二
年
の
白
井
船
通
船
一
件
は
ひ
と
ま
ず
落
着
し
た
か
に
見
え
た
が
、
宝
暦
六
年
に
な
る
と
今
度
は
白
井
町
源
七
・
孫
四
郎

よ
り
上
州
平
塚
河
岸
へ
の
小
野
下
通
船
願
い
が
関
東
郡
代
伊
奈
半
左
衛
門
あ
て
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
関
東
郡
代
役
所
よ
り
こ
の
白
井
町
よ
り
平
塚
河
岸
に
い
た
る
川
路
十
里
余
の
新
し
い
小
醇
下
通
船
に
よ
る
交
通
路
が
開
設
さ
れ

た
場
合
の
三
河
岸
へ
の
船
積
荷
物
へ
の
故
障
の
有
無
に
つ
い
て
諮
問
が
あ
っ
た
。
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こ
れ
に
対
し
、
-
宝
暦
六
年
三
月
三
河
岸
問
屋
九
人
連
印
の
左
の
よ
う
な
一
札
を
伊
奈
半
左
衛
門
役
所
に
差
出
し
て
い
る
ι

差
上
申
一
札
之
事
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上
州
群
馬
郡
白
井
町
願
人
源
七
・
孫
四
郎
与
申
者
、
右
町
附
利
根
川
通
芦
屋
ノ
積
渡
場
よ
皇
、
同
国
新
田
郡
平
塚
河
岸
迄
之
関
川
路
十
旦
余
之
所
、
小

蜂
下
通
船
儀
相
願
侯
ニ
付
、
此
度
右
為
御
吟
味
御
越
被
成
拙
者
共
へ
御
尋
被
成
候
ぺ
右
両
人
願
之
通
小
は
し
け
通
船
被
仰
付
候
市
ー
も
相
障
義
無
之
侯

哉
之
旨
御
吟
味
ニ
付
申
上
候
、

五
料
・
新
か
し
・
川
井
河
岸
右
三
河
岸
之
義
ハ
越
後
国
弁
利
根
郡
・
吾
妻
郡
其
外
高
嶋
辺
迄
之
荷
物
積
候
河
岸
場
-
一
御
座
侯
問
、
白
井
町
へ
小
鮮
下
通

船
被
仰
付
候
ハ
』
只
今
迄
三
河
岸
へ
出
侯
荷
物
白
井
出
ニ
可
罷
成
、
左
候
ハ
、
ニ
ニ
河
岸
共
ニ
舟
積
稼
薄
罷
成
難
儀
仕
侯
問
、
信
州
越
州
出
候
荷
物
之
儀

ハ
唯
今
迄
之
通
、
同
国
群
馬
郡
小
牧
村
金
井
渋
川
へ
継
送
り
、
渋
川
村
・
金
古
・
八
木
原
両
道
之
内
継
送
り
候
様
-
一
被
仰
付
、
前
々
之
適
三
河
岸
舟
積

仕
候
ハ
』
か
し
場
困
窮
仕
侯
程
之
儀
も
御
座
有
問
し
く
、
右
両
国
出
候
荷
物
之
外
ハ
白
井
へ
出
し
小
は
し
け
仕
侯
而
も
少
も
相
陣
儀
無
御
座
侯
右
障
有

無
之
義
御
吟
味
ニ
付
申
上
候
通
少
も
相
違
無
御
座
候
、
依
之
為
後
証
三
河
岸
名
主
問
屋
連
印
一
札
差
出
申
侯
、
の
如
件
、

宝
暦
六
子
年
三
月
上
州
那
波
郡
沼
之
上
村
内
五
料
か
し
舟
問
屋
両
人
印

同

村

之

内

新

か

し

同

三

人

印

同
国
同
郡
川
井
村
飯
倉
之
内
川
井
か
し
舟
問
屋
三
人
印

但
飯
倉
村
名
主
兼
五
郎
太
夫

川
井
村
名
主
印

伊
奈
半
左
衛
門
内

篠
原
惣
右
衛
門

右
の
答
書
に
よ
れ
ば
白
井
町
か
ら
平
塚
河
岸
に
い
た
る
小
醇
下
通
船
が
認
可
さ
れ
た
場
合
、
上
信
越
地
方
か
ら
の
荷
物
が
白
井
町
よ
り

積
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
三
河
岸
の
船
積
穣
ぎ
が
薄
く
な
り
難
儀
す
る
。
し
か
し
、
信
越
地
方
か
ら
の
荷
物
が
こ
れ
ま
で
通
り
三
国
街
道

筋
の
渋
川
、

八
木
原
、
総
社
を
駄
送
し
て
三
河
岸
か
ら
船
積
す
る
か
、
あ
る
い
は
渋
川
か
ら
金
古
・
高
崎
を
経
て
三
河
岸
に
至
る
ル

l
ト

に
変
更
が
な
け
れ
ば
河
岸
場
が
困
窮
す
る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
申
し
立
て
て
い
る
。

そ
の
後
、
こ
の
白
井
町
通
船
一
件
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
、
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
い
が
、
一
ニ
河
岸
の
返
答
窪
田
通
り
に

な
っ
た
と
す
れ
ば
、
白
井
町
↓
前
橋
↓
(
広
瀬
川
経
由
か
)
↓
平
塚
河
岸
と
い
う
き
わ
め
て
有
利
な
新
し
い
商
品
流
通
ル

l
ト
が
開
設
さ

れ
た
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
三
河
岸
か
ら
積
出
さ
れ
て
い
た
白
井
町
周
辺
の
城
米
や
商
人
荷
物
は
小
醇
下



運
船
で
平
塚
河
岸
へ
輸
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
ウ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
宝
暦
六
年
九
月
に
な
る
と
か
よ
う
に
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
三
河
岸
に
と
っ
て
、
ま
た
ま
た
脅
威
と
な
る
べ
き
事
件
が
発
生

し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
前
橋
藩
の
回
米
を
新
た
に
伊
勢
崎
河
岸
か
ら
船
積
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
三
河
岸
船
持
十
四
名
か
ら
問
屋
に
あ
て
た
連
判
状
を
見
る
と
商
人
荷
物
減
少
の
河
岸
に
と
っ
て
領
主
米
の
輸
送
を
請
負
う

こ
と
が
河
岸
の
命
運
を
左
右
す
る
最
後
の
望
み
の
網
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

幕落制転換期における利根川舟運の統制

党

一
、
殿
様
御
廻
米
之
儀
、
此
度
い
セ
崎
河
岸
江
舟
積
被
仰
付
候
由
、
左
侯
得
者
御
廻
米
御
高
も
不
足
-
一
罷
成
り
拙
者
共
渡
世
も
無
御
座
末
々
ニ
至
候
ハ

舟
持
之
義
も
不
罷
成
難
儀
至
極
-
一
奉
存
候
、
殊
ニ
当
分
舟
隙
ニ
而
罷
在
候
、
若
外
江
被
仰
付
一
十
水
荷
物
多
分
之
節
計
被
仰
付
侯
而
ハ
御
役
も
相
動
ト

恥
跡
動
齢
、
依
之
此
度
新
規
之
義
御
止
成
シ
被
下
置
侯
御
儀
-
一
御
座
候
ハ
』
必
岳
山
骨
和
b
骨
骨
下
岳
山
骨
静
争
、
和
岨
r
b一
昨
砂
ト
一
小
臥
rtr勝
山
骨

度
候
、
以
後
之
義
者
又
々
川
並
之
船
賃
-
一
一
間
御
願
被
下
、
此
節
ハ
何
分
担
一
も
御
請
可
被
下
之
新
規
の
儀
初
り
侯
而
ハ
迷
惑
ニ
奉
存
候
ニ
付
如
此
願
申

上
候
、
以
上
、
(
傍
点
筆
者
)

宝
麿
六
年
子
九
月
朔
日

川
井
河
岸

新
河
岸

五
料
河
岸

当
時
居
合
候
船
持
(
十
四
名
略
)

御
問
屋
中

か
く
の
ご
と
く
伊
勢
崎
河
岸
取
立
て
と
い
う
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
取
敢
ず
在
河
岸
の
船
持
が
中
心
に
な
っ
て
、
た
え
い
損
を
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し
て
も
伊
勢
崎
河
岸
よ
り
も
安
い
運
賃
で
請
負
う
こ
と
を
三
河
岸
問
屋
あ
て
に
申
し
出
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
河
岸
問
屋
に
と
っ
て
も
重
大
な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、

た
だ
ち
に
同
年
九
月
二
日
付
で
前
橋
藩
船
方
役
所
下
役
の
岩
倉
十
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助
あ
て
に
左
の
よ
う
な
嘆
願
書
を
差
出
し
た
の
で
あ
る
。

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
、
御
廻
米
之
義
此
度
伊
勢
崎
河
岸
江
船
積
被
仰
付
侯
御
儀
与
奉
存
侯
得
共
、
先
規
2
い
セ
崎
江
御
荷
物
出
侯
義
ハ
無
御
座
候
、
新
規
之
儀
被
仰
付
侯

市
ハ
御
廻
米
之
高
不
足
-
一
罷
成
り
御
領
分
舟
持
共
難
儀
至
極
-
一
奉
存
候
、
殊
更
当
時
諸
荷
物
無
御
座
舟
障
-
一
罷
成
候
時
分
、
他
所
河
岸
江
被
仰
付
冬

川
干
水
諸
荷
物
多
分
之
節
計
被
仰
付
侯
而
ハ
乍
恐
迷
惑
仕
候
、
伊
セ
崎
入
札
下
直
之
義
ハ
此
度
新
規
-
一
御
請
仕
度
相
場
-
一
手
ら
し
安
札
入
申
候
義
も

可
有
御
座
与
奉
存
侯
、
其
値
段
ニ
而
御
請
仕
候
て
ハ
迷
惑
ニ
奉
存
侯
得
共
、
此
節
新
規
之
義
初
り
候
而
ハ
以
後
h
u
t
ハ
難
儀
-
一
奉
存
候
問
、
此
度
之
義

ハ
何
程
掛
朴
立
候
外
聞
附
目
配
骨
格
和
秘
之
上
金
子
再
ム
小
伽
品
川
内
一
恥
一
「
忌
岳
、
わ
都
世
rt仲
hw増
静
わ
い
-
一
勧
静
可
仕
候
問
、
ル
昨
r
b
h
w米
高
不
残
掛
4
V

共
ニ
一
被
仰
付
可
被
下
候
、
下
直
之
落
札
ぷ
も
引
下
ケ
御
請
仕
候
ハ
新
規
之
義
末
々
共
御
止
被
遊
被
下
置
侯
様
御
願
申
上
度
、
乍
恐
願
書
差
上
ケ
申
侯
、

此
所
乍
恐
御
勘
弁
成
し
被
下
置
候
様
奉
願
上
侯
、
尤
此
節
之
義
故
引
下
ケ
御
願
申
上
候
、
向
後
之
義
ハ
川
並
之
御
直
段
-
一
市
被
仰
付
可
被
下
侯
、
猶

又
乍
恐
口
上
ニ
而
可
申
上
候
、
以
上
、
(
傍
点
筆
者
)

三
河
岸
問
屋
八
人
印

宝
麿
六
年
子
九
月
二
日

御
船
方

岩
倉
十
助
様
へ
上
ル

右
の
嘆
願
書
に
よ
る
と
、
伊
勢
崎
河
岸
で
新
規
に
回
米
を
請
負
う
た
め
格
安
な
運
賃
で
入
札
を
企
て
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
三
河
岸
の

困
窮
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
問
屋
船
持
相
談
の
上
、
差
荷
(
輸
送
中
の
減
量
を
見
込
ん
で
の
増
積
)
な
し
で
金
一
両
に
六
十
コ
一
俵

の
値
段
で
請
負
う
こ
と
に
し
た
の
で
、
こ
の
た
び
の
回
米
を
全
部
三
河
岸
に
回
し
て
欲
し
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

か
よ
う
に
利
根
川
上
流
の
白
井
町
商
人
の
新
し
い
舟
運
路
開
拓
に
よ
る
城
米
輸
送
や
領
主
の
伊
勢
崎
河
岸
取
立
に
よ
る
年
貢
米
の
江
戸

回
送
な
ど
上
利
根
川
筋
で
は
宝
暦
年
代
に
入
っ
て
商
品
流
通
路
改
変
の
動
き
が
活
発
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
幕
藩
領
主
層
の
一
方
的
な
怒
意
に
よ
っ
て
、
寛
永
年
代
に
前
橋
落
田
米
輸
送
の
た
め
に
取
立
て
ら
れ
た
三
河
岸



は
次
第
に
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、
彼
等
船
持
層
は
「
御
役
も
相
勤
り
申
問
敷
」
と
あ
る
通
り
、
す
で
に
述
べ
た
河
岸
運
上
金
の
負
担
の
ほ
か
に
役
船
の
差
出
し

と
い
う
き
わ
め
て
重
い
労
役
負
担
が
し
ば
し
ば
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宝
暦
期
に
入
り
い
よ
い
よ
困
窮
化
し
つ
つ
あ
っ

た
河
岸
内
部
に
お
い
て
問
屋
と
船
持
と
の
聞
に
役
船
の
負
担
と
商
人
荷
物
の
争
奪
を
め
ぐ
る
紛
争
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

玉
、
役
船
負
担
と
宝
暦
十
二
年
の
問
屋
・
船
持
出
入

:幕藩制転換期における利根川舟運の統制

先
述
の
ご
と
く
前
橋
藩
船
方
役
所
が
領
内
川
船
を
毎
年
調
査
把
握
し
て
い
た
理
由
は
第
三
表
に
も
示
し
た
通
り
年
貢
米
な
ど
御
用
荷
物

の
江
戸
回
米
の
ほ
か
に
、
利
根
川
・
烏
川
渡
船
の
役
船
に
徴
発
す
る
と
い
う
狙
い
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
宝
暦
十
一
年
に
領
主
あ
て
に
三
河
岸
か
ら
提
出
し
た
新
造
船
の
た
め
の
拝
借
金
嘆
願
書
に
は
「
御
上
様
御
通
御
用
之
儀
鳥
川
・

利
根
川
両
川
ニ
市
舟
数
拾
弐
般
-
一
而
御
用
相
勤
申
候
、
其
外
日
光
御
用
御
大
名
様
方
御
通
時
分
彼
是
-
一
付
、
只
今
迄
之
船
数
ニ
市
も
相
勤
兼
候
所
ニ
円
U

不
足
ニ
罷
成
候
而
ハ
御
用
相
弁
し
兼
可
申
与
存
候
」
と
あ
っ
て
、
領
主
の
渡
船
通
行
や
日
光
御
用
の
た
め
例
幣
使
道
を
通
行
す
る
大
名
の
利
根

川
渡
船
御
用
の
た
め
川
井
・
新
・
五
料
の
三
河
岸
か
ら
役
船
を
差
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
役
船
の
徴
発
の
際
に
は
船
頭
・
水

主
・
船
引
人
足
ま
で
動
員
さ
れ
、
領
主
か
ら
は
扶
持
米
や
船
竿
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
宝
暦
二
年
五
月
二
日
の
記
録
を
見
る

と
烏
川
か
ら
利
根
川
へ
引
廻
し
た
船
三
般
分
の
船
頭
三
人
・
水
主
五
人
に
米
七
斗
二
合
、
烏
川
よ
り
利
根
川
へ
引
戻
し
た
分
と
し
て
米
七

斗
二
合
、
船
三
般
分
の
船
番
三
人
に
四
升
入
合
、
船
上
下
六
般
分
の
船
竿
一
二
本
が
支
給
さ
れ
、

ほ
か
に
船
引
人
足
四
二
人
が
動
員
さ
れ
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て
い
た
。
さ
ら
に
、
宝
暦
四
年
四
月
晦
日
か
ら
五
月
四
日
に
か
け
て
の
殿
様
帰
城
に
際
し
て
は
御
座
船
・
供
船
・
馬
船
の
利
根
・
烏
両
川

分
と
し
て
七
二
本
の
船
竿
の
支
給
を
願
い
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
役
船
負
担
の
あ
ら
ま
し
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
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問屋船御役船一覧表

年月 日 役船出船目的 問 屋

寛延 2.10.17 土岐伊予守様 佐五右衛門

宝暦 2. 5. 9 殿様入郡 市郎右衛門

11 3. 4. 殿様御通り 佐五右衛門

グ 3.11.27 実政御用? 市郎右衛門

グ 5.4. 13 殿様御廻り 善左衛門・佐五右衛門 ; 

11 5. 9. 6 土岐頼母様御通り 佐五右衛門

グ 5.11.27 11 11 

11 6. 5. 1 殿様御通り(利根川通) 11 

11 11 11 (鳥川遥y 茂右衛門

11 7. 3.29 υ 倉かの船

11 11 11 佐五右衛門

11 7. 8.23 川通御見分(京極兵部・新井九助) 佐五右衛門・茂右衛門

11 9. 3. 殿様御通り 善左衛門・茂右衛門

佐五右衛門11 10. 6.15 11 

グ 11.3.29 11 善左衛門

11 12. 4. 1 u 倉かの船

表 4

う

」
の
よ
う
な
役
船
負
担
は
領
主
の
通
行
や
利
根
川
遊
覧
の
ほ

か
、
中
山
道
本
庄
宿
・
新
町
聞
の
あ
た
り
か
ら
右
折
北
上
し
川

井
河
岸
で
烏
川
を
渡
船
し
、
例
幣
使
街
道
王
村
宿
を
横
切
り
北

上
し
て
三
国
街
道
を
通
行
す
る
沼
田
城
主
土
岐
伊
予
守
や
佐
渡

奉
行
松
平
右
近
将
監
な
ど
の
渡
船
に
も
動
員
さ
れ
て
い
た
。

宝暦12年5月11日清水家「御用留」による。

た
と
え
ば
宝
暦
十
二
年
五
月
十
一
日
記
載
の
問
屋
船
御
役
船

の
記
録
を
そ
の
ま
ま
転
載
す
れ
ば
第
四
表
の
通
り
で
あ
る
。

第
四
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
問
屋
船
の
負
担
分
で
あ
っ

て
、
こ
の
ほ
か
に
船
持
負
担
分
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
船
積

荷
物
が
減
少
し
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
河
岸
に
と
っ
て
は
役
船
負

担
が
い
か
に
重
荷
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

」
の
た
め
宝
暦
十
二
年
四
月
に
は
地
船
(
村
船
)
船
持
十
八

人
が
役
船
負
担
と
商
人
荷
物
運
送
に
つ
い
て
問
屋
側
の
勝
手
な

振
舞
い
を
批
難
し
、
船
方
役
所
岩
倉
十
助
あ
て
に
訴
え
出
る
と

註

い
う
事
件
が
起
っ
た
。

こ
の
訴
状
に
よ
り
地
船
船
持
の
云
い
分
を
要
約
し
て
み
る
と



次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
川
井
河
岸
の
船
三

O
艇
の
う
ち
問
屋
船
一
一
般
は
上
様
御
役
御
用
を
勤
め
ず
に
、
残
り
の
船
持
所
持
の
一
九
般
に
ば
か
り
勤
め

さ
せ
江
戸
荷
物
は
積
ま
せ
て
く
れ
な
い
。
こ
れ
は
不
公
平
で
あ
る
か
ら
船
数
三

O
般
に
て
御
役
御
用
及
び
商
人
荷
物
を
順
番
に
積
送
る
よ

う
に
し
て

a

も
ら
い
た
い
。

第
二
に
問
屋
は
他
所
船
を
手
船
代
り
に
一
履
い
、
御
役
御
用
は
一
切
勤
め
ず
、
江
戸
上
下
の
荷
物
ば
か
り
我
偉
に
積
出
し
て
い
る
。
村
船

に
は
一
向
に
荷
物
が
当
ら
ず
困
っ
て
い
る
の
で
、
ど
う
か
私
共
を
召
寄
せ
て
詳
し
い
事
情
を
聞
い
て
欲
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

若草藩制転換期における利根川舟運の統制

こ
の
地
船
船
持
側
の
訴
え
に
対
し
て
五
月
十
一
日
付
で
川
井
・
新
両
河
岸
問
屋
も
口
上
蓄
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

一
、
こ
の
た
び
船
持
よ
り
差
上
げ
た
願
書
の
件
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
両
河
岸
の
古
例
を
申
し
上
げ
る
。
問
屋
船

は
先
に
も
申
し
上
げ
た
通
り
総
て
御
役
御
免
に
な
り
、
地
船
が
居
合
せ
る
と
き
は
地
船
を
も
っ
て
御
用
を
勤
め
て
い
る
が
、
地
船
不

足
の
時
は
問
屋
船
に
て
御
用
を
勤
め
て
い
る
(
第
四
表
)
。

一
、
地
船
一
九
般
に
て
御
用
を
勤
め
両
河
岸
よ
り
荷
物
を
一
切
積
ん
で
い
な
い
と
い
う
の
は
大
き
な
偽
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
般

の
う
ち
平
右
衛
門
・
惣
入
・
九
郎
衛
門
・
長
左
衛
門
は
問
屋
佐
五
右
衛
門
方
に
て
積
付
け
、
作
左
衛
門
・
瀬
左
衛
門
・
円
之
丞
・
友

八
・
左
兵
衛
は
問
屋
歩
左
衛
門
方
、
新
六
は
問
屋
六
左
衛
門
、
弥
曽
入
は
問
屋
茂
右
衛
門
方
に
て
荷
物
を
積
付
け
て
い
る
。

一
、
右
の
外
に
も
荷
物
有
合
せ
の
時
分
は
両
河
岸
よ
り
積
ま
せ
て
い
る
。
降
下
は
茂
右
衛
門
方
に
て
順
番
に
積
ま
せ
、
そ
の
外
の
問
屋

で
も
積
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
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一
、
先
月
中
旬
に
地
船
が
願
い
出
た
趣
旨
は
、
両
河
岸
へ
出
た
荷
物
は
残
ら
ず
地
船
順
番
に
て
積
み
申
し
た
き
由
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ

ん
地
船
を
加
え
な
く
て
は
冬
川
渇
水
の
折
に
は
差
支
え
る
の
で
、
右
の
訳
を
地
船
へ
も
申
し
談
じ
、
村
役
人
を
も
仲
介
に
頼
ん
だ
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が
、
な
か
な
か
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
船
持
は
地
船
中
か
ら
荷
物
世
話
や
き
人
二
人
を
立
て
、
問
屋
・
船
差
し
に
構
わ
ず
心
次
第
に
船
積
し
た
い
む
ね
願
い
で
た
。

ま
た
、
問
屋
船
は
先
規
に
よ
り
御
役
御
免
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
色
々
と
船
持
へ
説
得
し
て
い
る
が
一
向
に
得
心
し

て
く
れ
な
い
の
で
、
委
細
に
つ
い
て
は
口
上
を
も
っ
て
申
し
上
げ
た
い
。

こ
の
商
人
荷
物
運
送
を
め
ぐ
問
屋
船
持
出
入
は
、
そ
の
後
船
方
役
所
よ
り
委
細
に
つ
い
て
取
調
べ
が
あ
り
、
結
局
宝
暦
十
二
年
五
月
に

な
っ
て
問
屋
船
持
聞
に
次
の
六
カ
条
に
わ
た
る
取
き
め
を
内
容
と
す
る
内
済
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

党

一
、
問
屋
持
舟
儀
問
屋
一
軒
ニ
付
元
舟
壱
般
は
し
け
壱
般
ハ
順
番
-
一
不
構
積
可
申
候
、
右
之
外
ハ
何
般
御
座
侯
共
順
番
ニ
入
可
申
之
事
。

一
、
冬
ニ
至
り
地
所
舟
ニ
て
ハ
間
ニ
合
申
問
敷
候
-
一
付
、
他
所
舟
ヲ
差
加
へ
両
河
岸
之
荷
物
少
も
無
遅
滞
御
運
送
致
候
様
相
働
可
申
事
。

て
御
領
所
御
城
米
御
大
名
様
方
御
廻
米
ハ
不
及
申
其
外
諸
荷
物
古
舟
ハ
相
除
可
申
侯
、
尤
荷
物
舟
積
高
之
儀
問
屋
相
談
ヲ
以
何
分
子
も
可
仕
事
。

一
、
舟
賃
之
儀
近
年
之
引
別
ヲ
以
、
其
年
之
品
ニ
応
シ
問
屋
方
ニ
市
(
被
)
相
極
候
通
無
遅
滞
積
、
送
り
可
申
侯
、
荷
物
舟
賃
高
下
ニ
不
構
、
当
り
番
之

舟
無
遅
滞
積
送
可
申
事
。

一
、
惣
而
荷
物
格
別
差
急
候
節
軽
足
に
て
も
出
舟
可
仕
事
。

一
、
舟
着
岸
次
第
世
話
や
き
方
，
S
月
番
之
問
屋
へ
相
届
帳
面
-
一
相
戴
可
申
候
、
荷
物
御
座
候
節
ハ
世
話
や
き
ノ
者
月
番
問
屋
ぷ
差
図
次
第
早
速
荷
物
積

立
可
申
侯
(
宝
暦
十
二
年
五
月
、
清
水
家
御
用
留
)

す
な
わ
ち
、
右
の
議
定
を
要
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

問
屋
持
船
は
一
軒
に
つ
い
て
元
船
一
般
鮮
下
一
般
は
順
番
に
構
わ
ず
商
人
荷
物
を
船
積
し
て
よ
い
。

① ② 

冬
に
な
り
地
船
で
は
間
に
合
わ
な
い
と
き
は
他
所
船
を
差
加
え
両
河
岸
の
荷
物
を
遅
滞
な
く
運
送
す
る
よ
う
に
働
く
こ
と
。

@ 

御
領
所
御
城
米
・
御
大
名
様
方
の
回
米
は
申
す
に
及
ば
ず
、
そ
の
ほ
か
の
諸
荷
物
古
船
は
相
除
き
申
す
べ
き
こ
と
。
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船
賃
の
儀
は
近
年
の
慣
例
を
も
っ
て
、
其
年
の
情
勢
に
応
じ
問
屋
方
に
て
決
め
た
通
り
の
値
段
で
遅
滞
な
く
積
送
り
申
す
べ
き
こ

と
@ 

全
て
荷
物
格
別
差
急
ぎ
の
節
は
軽
足
(
軽
荷
)

で
も
出
船
す
べ
き
こ
と
。

@ 

船
は
着
岸
次
第
世
話
や
き
方
よ
り
月
番
問
匡
へ
届
け
帳
面
に
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
荷
物
が
あ
る
と
き
は
世
話
や
き
の
者
が
月

番
問
屋
よ
り
差
図
が
あ
り
次
第
に
早
速
荷
物
を
積
立
て
る
こ
と
。

右
の
六
カ
条
の
定
書
に
船
持
一
一
一
人
、
川
井
・
新
両
河
岸
問
屋
六
人
が
連
印
し
て
一
応
落
着
し
た
の
で
あ
る
。

幕落制転換期における利根川舟還の統制

こ
の
宝
麿
十
二
年
五
月
の
問
屋
船
持
出
人
の
議
定
書
の
中
で
は
紛
争
の
焦
点
と
も
い
う
べ
き
商
人
荷
物
割
り
当
て
に
つ
い
て
の
船
持
側

の
主
張
が
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
、
問
屋
持
船
の
割
り
当
て
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
ハ
n)

こ
の
よ
う
に
宝
暦
期
に
入
り
新
し
い
農
民
的
な
商
品
流
通
ル

l
ト
と
も
云
う
べ
き
新
河
岸
の
出
現
に
よ
り
川
井
河
岸
の
輸
送
荷
物
の
滅

少
に
一
層
の
拍
車
を
か
け
る
と
共
に
前
橋
藩
の
河
岸
支
配
体
制
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
河
岸
問
屋
は
新
興
の
船
持
船
頭
の
圧
迫
に
よ
っ
て

漸
次
後
退
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
川
井
河
岸
に
お
け
る
問
屋
船
持
対
立
の
他
の
例
証
を
示
せ
ば
、
宝
暦
四
年
四
月
に
遡
る
が
、
河
岸
問
屋
が
船
持
船
頭
に
対
し
、

地
船
の
増
減
ま
た
は
新
造
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
問
屋
へ
届
け
も
な
く
不
坪
に
つ
き
「
重
而
船
売
買
又
ハ
新
造
-
一
打
替
侯
義
、
惣
テ
舟
之
儀
ニ

候
事
、
地
船
月
番
江
届
ケ
候
筈
」
と
申
し
渡
し
、
地
船
の
統
制
に
躍
起
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
る
に
、
明
和
安
永
期
に
か
け
て
川
井
河
岸
の
川
筋
が
遠
く
な
り
新
流
通
路
の
開
設
と
あ
い
ま
っ
て
商
人
荷
物
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

181 

領
主
城
米
大
名
目
米
に
至
る
ま
で
船
積
荷
物
が
減
少
し
川
井
河
岸
は
い
よ
い
よ
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
幸
い
に
も
寛
政
期
に
入
る
頃
か
ら
川
筋
の
流
れ
が
好
転
し
は
じ
め
た
。
そ
こ
で
寛
政
元
年
五
月
船
方
役
所
あ
て
に
問
屋
六
人



182 

連
名
で
川
瀬
が
近
寄
っ
た
の
で
「
蔵
普
請
等
仕
少
々
ツ
』
荷
請
仕
候
、
右
ニ
付
御
上
様
御
廻
米
被
仰
付
被
下
置
侯
様
先
達
市
奉
願
上
候
」
と
ご
度
目

の
願
書
を
出
し
て
い
る
。

他
方
、
船
持
層
の
動
向
を
見
る
と
、
彼
等
は
益
々
問
屋
の
支
配
を
離
れ
て
独
自
の
行
動
を
示
す
に
い
た
っ
た
。

た
と
え
ば
寛
政
元
年
四
月
の
船
持
惣
代
新
八
・
武
八
・
舟
立
四
郎
兵
衛
・
瀬
兵
衛
ら
が
領
主
に
あ
て
た
請
書
に
は

一
、
此
度
例
年
之
通
り
別
紙
舟
数
増
減
為
御
改
御
越
被
遊
被
仰
付
侯
者
、
先
年
相
究
置
候
通
り
河
岸
場
舟
積
之
儀
、
問
屋
船
之
外
地
舟
之
儀
者
元
舟
-
一

不
限
順
番
を
以
諸
荷
物
積
立
可
申
筈
之
処
、
近
来
舟
持
共
甚
猿
り
ニ
相
心
得
、
既
-
一
御
用
御
廻
米
被
仰
付
侯
節
も
運
賃
等
高
下
-
一
抱
、
勝
手
合
之
稼

キ
仕
侯
義
粗
相
関
江
先
規
相
潰
れ
甚
不
時
之
儀
-
一
付
、
向
後
別
紙
ケ
条
之
趣
相
守
可
申
段
被
仰
渡
、
舟
持
共
承
知
奉
畏
(
下
略
)

と
あ
っ
て
、
宝
暦
十
二
年
の
問
屋
・
船
持
聞
の
議
定
が
船
持
に
よ
り
反
古
に
さ
れ
、
領
主
権
力
の
強
制
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
河
岸
支
配

体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
寛
政
四
年
に
は
上
利
根
筋
に
お
い
て
は
上
信
越
地
方
か
ら
の
舟
運
荷
物
の
増
大
に
と
も
な
い
倉
賀
野
河
岸
か
ら
中
瀬
河
岸
に
い

た
る
お
よ
そ
六
里
の
聞
を
漁
船
・
耕
作
船
を
利
用
し
て
の
農
民
の
船
穣
ぎ
が
活
濃
化
し
、
寛
政
五
年
五
月
に
は
こ
れ
ら
所
稼
ぎ
船
の
取
締

り
の
た
め
幕
府
の
川
船
役
所
役
人
が
実
地
検
分
に
派
遣
さ
れ
、
総
計
二
七
二
般
の
所
働
船
が
幕
府
鑑
札
船
と
し
て
登
録
さ
れ
年
貢
・
役
銀

徴
収
の
対
象
に
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
ハ
号
。

か
よ
う
に
宝
暦
期
以
後
に
な
る
と
河
岸
内
部
に
お
い
て
も
問
屋
・
船
持
聞
に
役
船
負
担
と
商
人
荷
物
を
め
ぐ
っ
て
対
立
抗
争
が
繰
り
返

さ
れ
つ
つ
領
主
的
運
輸
機
構
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
特
権
的
河
岸
問
屋
は
近
世
中
期
以
降
に
お
け
る
商
品
流
通
機
構
の
改
変
に
と
も
な
う

船
積
荷
物
の
減
少
と
命
運
を
共
に
し
て
後
退
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
寛
政
期
に
入
る
と
新
し
い
商
品
流
通
の
波
に
乗
っ
て
新
興
の
農
間
船
稼
ぎ
の
小
船
持
層
が
台
頭
し
て
く
る
の
で
あ
る
。



お

わ

り

以
上
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
不
充
分
な
点
も
多
々
あ
っ
た
こ
と
と
思
う
が
、
近
世
初
期
に
領
主
的
河
川
運
輸
機
構
の
一
環
と
し
て
開

設
さ
れ
た
上
州
川
井
河
岸
の
宝
暦

1
天
明
期
に
お
け
る
衰
退
過
程
に
つ
い
て
前
橋
藩
・
川
越
藩
の
河
岸
支
配
や
領
主
回
米
政
策
や
船
積
荷

物
の
動
向
と
も
関
連
づ
け
な
が
ら
究
明
を
試
み
て
き
た
次
第
で
あ
る
。
そ
の
結
果
を
要
約
整
理
し
て
見
る
と
次
の
ご
と
く
な
る
で
あ
ろ

う

幕藩制転換期における利根川舟運の統制j

ま
ず
、
前
橋
藩
で
は
船
方
役
所
が
領
内
の
川
船
の
統
制
掌
握
、
河
岸
運
上
金
の
徴
収
、
年
貢
米
の
江
戸
回
送
、
役
船
の
徴
発
な
ど
河
川

舟
運
統
制
の
一
切
を
掌
理
し
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
河
岸
問
屋
は
近
世
中
期
頃
ま
で
は
領
主
権
力
と
結
托
し
て
河
岸
の
船
持
・
船
頭
層
を
差
配
し
て
幕
藩
領
主
層
の
回
米
や
商
人
荷

物
を
ほ
と
ん
ど
独
占
的
に
運
送
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
上
州
川
井
河
岸
で
は
近
世
中
期
以
降
、
特
に
領
主
交
替
後
の
宝
暦
期
頃
を
画
期
と
し
て
衰
退
化
現
象
が
顕
著
に
な
っ
て
く

る。
そ
の
直
接
的
動
機
は
領
主
へ
の
運
上
金
減
免
の
嘆
願
書
で
も
再
三
訴
え
て
い
る
よ
う
に
寛
保
二
年
の
大
洪
水
に
よ
っ
て
川
瀬
が
遠
く
な

り
荷
物
の
船
積
陸
揚
げ
に
不
便
に
な
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
こ
れ
ま
で
川
井
河
岸
の
主
要
な
船
積
荷
物
で
あ
っ
た
三

国
街
道
筋
か
ら
吐
き
出
さ
れ
て
く
る
江
戸
向
の
荷
物
が
新
し
い
商
品
流
通
路
へ
と
流
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
河
岸
の
衰
微
を
促
進
し
た
要
因

183 

で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
河
岸
の
表
徴
は
領
主
へ
の
河
岸
運
上
金
の
上
納
額
に
も
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
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た
と
え
ば
河
岸
運
上
金
割
付
額
の
推
移
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
新
領
主
が
入
部
し
た
寛
延
元
年
十
二
月
以
降
、
特
に
宝
暦
初
年
頃
か
ら

一
軒
前
の
河
岸
屋
敷
持
が
急
速
に
分
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宝
暦
か
ら
寛
政
期
に
い
た
る
聞
に
旧
河
岸
問
屋
や
屋
敷
持
の
没

落
が
目
立
つ
の
で
、
河
岸
構
造
に
も
い
ち
じ
る
し
い
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
時
期
に
お
け
る
領
主
回
米
仕
法
を
見
る
と
、
河
岸
問
屋
・
船
持
船
頭
・
雇
わ
れ
船
頭
な
ど
河
川
運
輸
業
者
に
対
す
る
領

主
側
の
規
制
は
益
々
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
運
上
金
上
納
額
の
減
少
を
補
填
す
る
か
の
ご
と
く
、
河
岸

問
屋
の
嘆
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
運
送
中
の
弁
米
は
船
頭
か
ら
阿
責
な
く
取
立
て
て
い
る
事
実
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
と
云
え
る
で
あ

ろ
う
。ま

た
、
信
越
地
方
か
ら
の
船
積
荷
物
減
少
の
た
め
衰
退
化
し
つ
つ
あ
っ
た
河
岸
に
と
っ
て
最
後
の
望
み
の
綱
と
も
云
え
る
領
主
回
米
運

貨
に
つ
い
て
見
る
と
、
三
河
岸
の
ほ
か
近
接
す
る
河
岸
に
競
争
入
札
さ
せ
て
運
賃
を
決
め
る
と
い
う
方
策
が
と
ら
れ
た
た
め
、
運
賃
の
値

の
倉
賀
野
河
岸
に
お
け
る
給

段
は
安
く
な
り
、
金
一
両
に
五

O
I六
O
俵
と
い
う
値
段
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
元
文
元
年
(
一
七
三
六
)

所
米
一
両
に
つ
き
四
二
俵
、
あ
る
い
は
寛
政
四
年
の
上
利
根
筋
十
四
ケ
河
岸
問
屋
組
合
の
協
定
運
賃
の
城
米
一
両

t
三
O
俵
・
給
所
米
一

両

t
二
八
俵
・
商
人
米
四

O
俵
と
い
う
値
段
と
比
較
し
て
見
る
と
い
か
に
高
値
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
川
井
河
岸
で
は
宝
暦
期
に
入
る
と
河
岸
問
屋
や
船
持
層
の
困
窮
が
甚
し
く
遂
に
河
岸
と
し
て
の
機
能
さ
え
麻
痔
す

る
よ
う
な
状
態
に
追
い
込
ま
れ
で
も
、
領
主
側
は
運
上
金
の
減
免
は
容
認
し
た
も
の
の
、
問
屋
船
持
層
へ
の
積
極
的
な
助
成
を
行
っ
た
形

跡
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
川
井
河
岸
に
と
っ
て
死
活
の
問
題
と
も
関
係
す
る
領
主
回
米
を
運
賃
の
安
い
新
興
の
伊
勢
崎
河
岸
か
ら
船
積
し
よ
う
と
さ
え

企
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



そ
の
上
、
川
井
河
岸
や
新
河
岸
に
は
第
一
章
で
も
触
れ
た
ご
と
く
水
戸
藩
や
関
宿
藩
の
よ
う
に
船
役
金
は
課
せ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
利

根
川
・
烏
川
通
行
の
領
主
・
大
名
・
幕
府
役
人
へ
の
役
船
と
い
う
重
い
負
担
が
あ
り
問
屋
・
船
持
層
の
生
活
を
一
層
脅
か
し
た
の
で
あ

る。
そ
の
た
め
宝
暦
十
二
年
に
は
役
船
負
担
と
商
人
荷
物
の
運
送
を
め
ぐ
り
問
屋
・
船
持
聞
に
大
が
か
り
な
出
入
が
起
り
、
河
岸
問
屋
の
商

人
荷
物
運
送
の
優
先
的
な
権
益
は
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
宝
暦
期
を
一
つ
の
転
換
期
と
し
て
上
州
川
井
河
岸
に
は
大
き
な
変
化
が
現
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

幕藩制転換期における利根川舟運の統制

す
な
わ
ち
、
さ
ら
に
他
の
例
証
を
あ
げ
れ
ば
商
人
荷
物
も
領
主
的
荷
物
も
藩
領
を
越
え
て
よ
り
便
利
で
よ
り
運
賃
が
安
い
流
通
路
を
求

め
て
移
動
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
宝
暦
二
年
の
群
馬
郡
白
井
船
通
船
一
件
が
そ
れ
で
あ
る
。
宝
暦
六
年
の
上
利
根
川
舟
運
の
荷
物
積
換
え

河
岸
と
も
な
っ
て
い
る
平
塚
河
岸
へ
の
小
鮮
下
通
船
願
い
も
そ
の
よ
い
一
例
証
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
か
よ
う
な
商
品
流
通
路
の
改
変
と
共
に
船
持
や
船
頭
層
は
河
岸
問
屋
の
覇
鮮
を
脱
し
、
他
河
岸
へ
出
向
い
て
船
稼
ぎ
を
す
る

傾
向
が
目
立
っ
て
く
る
。

総
州
小
堀
河
岸
の
「
寄
船
」
、
川
井
河
岸
の
「
他
所
船
」
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
そ
れ
が
明
和
期
に
入
っ
て
川
井
河
岸
に
「
御
米
船
賃

入
札
被
仰
付
、
当
時
船
無
御
座
侯
一
一
付
入
札
差
上
不
申
候
」

と
い
う
事
態
を
生
起
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
船
頭
が
余
り
利
益
の
あ
が
ら

な
い
領
主
回
米
を
嫌
い
、
他
河
岸
の
よ
り
有
利
な
船
稼
ぎ
に
従
事
す
る
と
い
う
自
衛
手
段
に
出
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

か
く
て
領
主
回
米
運
送
御
用
を
勤
め
、
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
商
人
荷
物
か
ら
口
銭
・
庭
銭
の
徴
収
を
認
め
ら
れ
て
い
た
河
岸
問
屋
は

い
か
に
画
策
し
よ
う
と
も
商
品
流
通
路
の
改
変
に
伴
う
船
積
荷
物
の
減
少
に
加
え
て
地
船
の
出
稼
ぎ
と
い
う
現
実
に
直
面
し
困
窮
化
す
る

185 

命
運
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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他
方
、
新
し
い
商
品
流
通
路
の
形
成
と
共
に
新
興
の
河
岸
や
農
間
船
稼
ぎ
の
小
船
持
の
出
現
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
幕
府
が
と
っ
た

対
応
策
が
明
和
安
永
期
に
お
け
る
河
岸
問
屋
株
の
設
定
で
あ
り
、
幕
府
川
船
役
所
の
農
間
船
稼
ぎ
の
小
船
持
の
統
制
強
化
で
あ
っ
た

0
8
)

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
幕
府
権
力
に
よ
る
関
東
の
河
川
舟
運
統
制
強
化
へ
の
布
石
も
寛
政
期
以
降
の
江
戸
地
回
り
経
済
の
進
展
の
波
に

乗
っ
た
新
興
運
輸
業
者
の
活
動
を
完
全
に
統
制
掌
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

註

(
1
)
本
稿
に
お
い
て
直
接
引
用
し
た
論
文
の
ほ
か
、
利
根
川
舟
運
関
係
論
考
の
一
端
を
参
考
の
た
め
例
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

河
野
通
博
「
利
根
川
水
運
」
現
代
地
狸
講
座
5
0

大
井
武
「
関
東
地
方
の
河
岸
」
人
文
地
理
入
|
六
号
。
「
関
東
地
方
の
内
陸
水
上
交
通
」
近
世
関
東
の
歴
史
地
理
(
明
玄
書
房
一
)
。

奥
田
久
「
内
陸
水
路
と
し
て
の
波
長
徽
川
の
歴
史
地
担
問
償
究
」
宇
都
宮
穴
学
学
一
云
学
部
併
究
論
集
一

O
号
、
「
内
陸
水
路
と
し
て
の
上
利
根

川
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題
」
向
上
二
一
号
。

北
見
俊
夫
「
利
根
川
上
流
水
域
に
お
け
る
舟
運
」
人
類
科
学
一
一
一
号
。

渡
辺
一
郎
「
近
世
に
お
け
る
北
関
東
の
流
通
商
ロ
巴
歴
史
評
論
五
|
一
号
。

大
墳
武
平
「
倉
賀
野
河
岸
に
於
け
る
廻
米
仕
法
」
群
馬
文
化
一

O
号。

田
中
昭
「
鳥
川
・
利
根
川
の
水
運
」
群
馬
文
化
二

l
一
一
・
一
一
一
号
。

川
名
登
「
関
東
に
於
け
る
河
川
運
輸
機
構
の
成
立
」
歴
史
地
理
八
九

l
四
号
。
「
近
世
河
岸
の
構
造
」
商
経
論
集
ニ
・
三
号
。

拙
稿
「
利
根
川
舟
運
の
展
開
」
歴
史
地
理
九

O
l
一
号
。
「
天
保
期
に
お
け
る
利
根
川
の
水
運
」

m
l四
世
紀
研
究
3
。

浅
沼
正
明
「
関
東
に
於
け
る
近
世
初
期
貢
祖
米
江
戸
廻
漕
機
構
の
成
立
」
歴
史
地
理
九
O
lコ
了
回
。

難
波
信
雄
「
近
世
中
期
鬼
怒
川
・
利
根
川
の
商
品
流
通
」
歴
史
三

0
・
三
一
号
。

田
畑
勉
「
河
川
運
輸
に
お
け
る
江
戸
地
廻
り
経
済
の
展
開
」
史
苑
二
六
l
一号。



北
島
正
元
「
河
岸
の
流
通
機
能
と
後
背
地
の
動
向
」
栃
木
県
史
研
究
四
号
。

北
原
糸
子
「
河
岸
機
能
と
村
落
構
造
」
茨
城
県
史
研
究
二

O
号。

手
塚
良
徳
「
渡
良
瀬
川
上
流
の
河
川
運
輸
」
白
山
史
学
一
五
・
二
ハ
号
。

(
2
)

群
馬
県
佐
波
郡
玉
村
町
飯
倉
三
二
一
、
清
水
家
旧
蔵
文
書
。
な
お
、
本
稿
は
ほ
と
ん
ど
清
水
家
「
御
用
留
帳
」
に
依
拠
し
て
論
述
し
て
い
る
の

で
繁
演
を
避
け
る
た
め
、
右
文
書
に
関
す
る
註
記
は
省
略
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

(
3
)

『
東
京
市
史
稿
』
市
街
篇
第
二
。

(
4
)

『
北
条
氏
照
文
書
集
』
二
九
頁
、
近
藤
出
版
社
。

(
5
)

拙
稿
「
関
東
に
お
け
る
川
船
統
制
」
法
政
史
学
二

O
号。

(
6
)

拙
稿
「
関
東
に
お
け
る
川
船
極
印
改
め
制
の
確
立
過
程
」
古
文
書
研
究
六
号
所
収
、
日
本
古
文
書
学
会
第
四
国
学
術
大
会
発
表
要
旨
。
下
総
国

相
馬
郡
布
施
村
(
柏
木
布
施
村
)
後
藤
早
苗
氏
旧
蔵
の
延
宝
六
年
十
二
月
十
三
日
付
川
船
年
一
一
只
役
銀
請
取
証
文
(
川
船
奉
行
三
名
・
手
代
四
名
連

名
)
に
よ
れ
ば
別
根
川
の
極
印
渡
船
(
鱒
)
に
対
し
て
京
銭
七
百
文
の
年
貢
と
五
匁
五
分
-
厘
五
毛
の
役
銀
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。

(
7
)

川
名
登
「
川
船
奉
行
の
廃
止
と
享
保
改
革
」
日
本
歴
史
二
六
七
号
。
幸
田
成
友
『
江
戸
と
大
阪
』
一
一

O
頁。

(
8
)

拙
稿
「
関
東
に
お
け
る
川
船
支
配
政
策
の
展
開
」
海
事
史
研
究
一
四
号
。

(
9
)

拙
稿
「
幕
末
維
新
期
関
東
に
お
け
る
川
船
統
制
」
海
事
史
研
究
一
五
号
。

(
叩
)
『
水
戸
市
史
』
中
巻
六
三

o
t六
四

O
頁。

(
日
)
北
原
糸
子
「
利
根
川
舟
運
転
換
期
に
お
け
る
一
河
岸
の
動
向
」
海
事
史
研
究
二

O
号
。
茨
城
県
取
手
市
桜
ケ
丘
コ
二
六
八
寺
田
忠
三
家
文
書
。

(
ロ
)
『
水
戸
市
史
』
中
巻
、
六
三

0
1六
三
二
頁
。

(
臼
)
『
柏
市
史
』
資
料
篇
六
、
四
二
三
頁
。
前
掲
寺
田
家
文
書
。

(
H
)

『
茨
城
県
史
料
』
近
世
社
会
経
済
篇
1
、
三
七
八
頁
。

(
日
)
同
右
書
。
四

O
五
頁
。

(m)
前
掲
の
北
原
氏
論
考
に
よ
れ
ば
総
州
小
堀
河
岸
で
は
二
給
支
配
で
あ
る
が
、
宝
暦
明
和
期
に
お
け
る
河
岸
運
上
金
の
負
担
は
御
料
私
領
分
を
プ

ラ
ス
し
た
全
体
額
を
船
持
問
屋
で
折
半
し
た
上
で
、
各
々
を
問
屋
七
軒
船
持
総
株
数
の
均
等
割
に
し
て
い
る
。
川
井
河
岸
の
場
合
に
は
問
屋
・
船
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持
共
に
屋
敷
持
高
に
応
じ
均
等
の
割
合
で
負
担
し
て
い
る
。

(
口
)
川
名
登
「
関
東
に
お
け
る
河
岸
問
屋
株
の
成
立
」
地
方
史
研
究
六
二
・
六
三
合
併
号
。

(
日
)
武
州
新
河
岸
川
の
牛
子
河
岸
大
島
家
文
書
に
よ
れ
ば
安
永
三
年
の
問
屋
株
運
上
設
定
に
際
し
、
川
越
五
河
岸
で
も
「
御
運
上
相
納
侯
ニ
付
口

銭
・
庭
銭
・
運
賃
相
増
侯
義
ハ
仕
問
敷
侯
」
と
勘
定
奉
行
所
あ
て
に
一
札
差
出
し
て
い
る
。
『
川
越
市
史
』
史
料
篇
近
世

E
、
一
五
頁
。

(
四
)
「
他
所
船
」
と
は
利
根
川
流
域
の
他
河
岸
や
村
の
船
持
船
頭
・
雇
一
船
頭
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
前
掲
前
原
氏
論
稿
の
小
堀
河

岸
の
「
寄
船
」
が
そ
れ
に
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
‘
上
州
那
波
郡
島
村
で
は
明
和
三
年
に
締
船
で
江
戸
稼
ぎ
を
し
て
い
る
船
三
四
般
・
鮮

下
船
五
般
を
所
有
し
て
い
た
。
川
井
河
岸
で
は
町
船
ま
た
は
地
船
と
よ
ば
れ
る
船
持
層
の
船
も
他
河
岸
へ
出
向
き
自
由
に
船
稼
ぎ
を
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
領
主
権
力
と
給
托
し
て
い
た
特
権
的
な
河
岸
問
屋
の
後
退
と
も
関
連
し
注
目
し
た
い
。

(
却
)
横
山
昭
男
「
宝
暦
・
天
明
期
最
上
川
流
域
に
お
け
る
経
済
構
造
の
変
化
」
歴
史
学
研
究
コ
一

O
四
号
、
「
天
保
期
に
お
け
る
舟
運
体
制
の
再
編

成
」
日
本
近
世
の
地
方
的
展
開
(
吉
川
弘
文
館
)
。
北
原
氏
前
掲
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
宝
暦
期
頃
よ
り
蔵
米
地
払
い
な
ど
が
一
般

化
し
て
き
た
こ
と
も
信
越
地
方
か
ら
の
諸
荷
物
及
び
領
主
の
回
米
量
減
少
を
も
た
ら
し
た
要
因
に
な
っ
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
大
石
慎
三
郎

「
寄
生
地
主
形
成
期
に
お
け
る
農
民
的
米
穀
市
場
」
封
建
的
土
地
所
有
の
解
体
過
程
(
お
茶
の
水
書
房
一
)
参
照
。

(
幻
)
椋
の
舎
主
人
「
元
禄
期
に
お
け
る
玉
村
倉
賀
野
聞
の
積
荷
に
関
す
る
争
論
」
上
毛
及
上
毛
人
、
二
九
一
・
二
九
二
号
。

(n)
こ
の
よ
う
な
河
岸
内
部
に
お
け
る
対
立
抗
争
は
近
世
中
期
頃
か
ら
利
根
川
流
域
全
般
に
起
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
総
州
小
堀
河
岸
で
も
明
和
二
年
の
問
屋
・
船
持
出
入
の
争
点
は
積
荷
配
分
に
あ
っ
た
。
前
掲
北
原
氏
論
稿
。
ま
た
参
考
ま
で
に
付
加
え
れ

ば
陸
上
交
通
に
つ
い
て
見
る
と
中
山
道
和
田
宿
で
は
享
保
七
年
商
人
荷
物
の
輸
送
を
め
ぐ
り
問
屋
と
伝
馬
前
と
の
聞
に
争
論
が
あ
り
、
商
人
荷
物

の
輸
送
に
つ
い
て
両
者
間
に
取
極
め
を
し
た
連
判
状
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
問
屋
の
優
先
的
輸
送
に
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
拙
稿
「
幕
末
維
新
期
関
東
に
お
け
る
川
船
統
制
」
海
事
史
研
究
一
五
号
。

追
記

本
稿
に
使
用
し
た
上
州
川
井
河
岸
の
史
料
を
心
よ
く
閲
覧
さ
せ
て
下
さ
っ
た
旧
河
岸
問
屋
・
飯
倉
本
陣
の
ご
当
主
で
あ
っ
た
故
清
水
富
貴
芳
氏

に
対
し
衷
心
よ
り
追
悼
の
意
を
捧
げ
た
い
。




